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ベ
ト
ナ
ム
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経
済
改
革
と
そ
の
発
展

〇 九 八 七 六 五 四 三 ニ ー

目

競
争
法
の
制
定

次は
じ
め

に

ド
イ

モ
イ
以
前

の
経
済
改
革

ド
イ

モ
イ

ベ
ト

ナ
ム

の
経
済

成
長

ベ
ト

ナ
ム

の
輸

出
入

外

国
か
ら

の
直
接

投
資

の
受
入

れ

日
越
投
資
協
定

ベ
ト

ナ
ム
に
お
け
る
主
要
法
制

競

争
法

の
制
定

終
わ
り

に
か
え

て

波

光

巖
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筆

者
が

ベ
ト

ナ
ム
経
済

の
発
展

に
強
く

興
味
を
惹

か
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
、
次

の
よ
う

な
理
山

に
よ
る
。

中
国

に
お

い
て
は
、

一
九
七

八
年

二
月
、
毛

沢
東

思
想

に

つ
い
て
批
判
し
、
文
革

の
終
結
を
宣
言
す

る
と
と
も

に
、
従
来

の
社
会
主
義

経
済

の
欠
陥
を
認
め
、
中
国
を
貧
困
か

ら
脱
却

さ
せ
る
た
め

の
経
済

開
発

に
関
す

る
新
た
な
論

理
、

政
策

、
方

針
、
手
法
を
検

討
す
る

こ

と
と

し
た
。
そ

し
て
、

一
九
七
九
年
以
降
、
資
本
主
義
国

を
含

む
外

国
か
ら
資
本

・
技
術
を
導

入
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
中
国
経
済

の
発
展

を
図
る
た
め
対
外

開
放
を
実
行
す

る
こ
と
と

し
、
沿
岸
地

区
を

「経
済
特

区
」

に
指
定
し
、
当
該
地
区

に
進
出
す

る
外
資
系

企
業

に
対
し

て
税

制
上

の
優
遇
措

置
を
講
ず

る
等

に
よ
り
外
資

・
技
術
導

入
を
図

っ
た
。
ま
た
、
国
有
企
業
及
び
農
村
部

に

つ
い
て
も
多
く

の
改
革

が

行
わ

れ
た
。
そ

し

て
、

一
九

九

二
年

一
〇
月

の
第

一
四
回
共
産
党
大
会

に
お

い
て
、

郡
小
平
は

、
「
社
会
主
義
市

場
経

済
化
」
を

明
確

に

打
ち

出
し
た
。

こ
れ
ら

の
改
革

に
よ
り
、
中
国
は
、

一
九
九

三
年
か
ら

は
毎
年

八
%
～
九
%

の
急

速
な
経
済
成
長
を
遂
げ

て
お
り

、
二

〇
〇
三
年

の
G

D
P
は
、

ア
メ
リ
カ
、
日
本
、
ド
イ

ツ
に
次

い
で
世
界
第

四
位
と
な

っ
て

い
る
。
な
お
、
中
国

で
計
画
価
格

に
基
づ

い
て
供
給

さ
れ
る
割

合
は
年

々
減
少
し

て
お
り
、

二
〇
〇
三
年
現
在

で
市

場
価

格

に
よ
り
供
給

さ
れ
る
G
D
P
に
占

め
る
割
合
は
既

に
六

〇
%
を
超
え

て
い
る
。

]
方

、

ベ
ト
ナ

ム
は
、

一
九
七
六
年

の
南
北
統

一
以
降
社
会
主
義
経
済

の
建
設
を

試
み
た
が
、
生
産
は
停
滞

し
た
。

こ

の
た
め
、

一
九

八
六
年

一
二
月
、
共
産

党
第

W
回
全
国
大
会

に
お

い
て
、

「
中
央
集
権
的
計
画
経
済
」
を

「
計
画
的
商

品
経
済
」

に

「
刷
新
」

(
ら
9

日
9

す
る

こ
と
を
打
ち
出
し
た
。

ド
イ

モ
イ

に
よ
る
各
種
経
済
改
革

は
成
功

し
、
G

D
P
は
、

一
九

八
〇
年

～

一
九
九

〇
年

の
年

平
均

で
四

・

六
%
、

一
九
九

〇
年

～

二
〇
〇
三
年

の
年
平
均

で
七

・
六

%
を
達
成

し
た
。
中
国

の

「
社
会
主
義
市
場
経
済
」

に
対

し

て
、

ベ
ト
ナ

ム
は

「
社
会
主
義
指
向

的
経
済
発

展
」
と

い
わ

れ
る
が
、
両

国
は
市

場
経
済

の
利
点
を
導

入
し

て
、
生
産
者

に
生
産

の
イ

ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
を

与
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え

る
こ
と

に
よ

っ
て
生
産
力

の
向
上
を

図
り
、
国
民

の

ニ
ー
ズ

に
合

っ
た
商
晶

の
供
給
が
出
来

る
経
済
体
制
を
採

っ
た
点

で
は
共
通

し

て

い
る
。
経
済

の
民
主
化
と
市
場
経
済
化

が
経
済

発
展
及
び
資

源

の
最
適

配
分

に

い
か

に
有
効

で
あ

る
か
を
実
証

し
た
も

の
と
受

け
取

ら
れ

て

い
る
。

そ

こ
で
、
筆

者

の
関
心
事
と

し
て
は
、

ベ
ト
ナ

ム
に
お
け
る
市
場
経

済
化
が
ど

の
よ
う

に
行
わ
れ
、
ま
た

、
外
資
導
入

政
策

が
ど

の
よ

う

に
推
進
さ
れ

て

い
る
か
、
そ
れ
ら

の
ベ
ト
ナ

ム
経
済

の
発
展

に
与
え

る
影
響

は
ど

の
よ
う

な
も

の
か
、
そ

し
て
市
場
経
済
秩
序
を
発
展

さ
せ
る
た
め

に
ど

の
よ
う

な
法
整
備

が
行
わ

れ

て
い
る
か
、
そ

の
中

で
特
に

「競
争
法

」
は
ど

の
よ
う

に
制
定

さ
れ
、
そ

の
内
容
は
ど

の

よ
う

な
も

の
か
等

に

つ
い
て
概
観
し

て
み
た

い
と

の
考
え

に
至

っ
た

の
で
あ
る
。
本
稿

が
以
上

の
諸
点

に

つ
い
て
適
格

に
と
ら
え

る
こ
と

が

で
き

て
い
る
か
ど
う

か
自

信
は
な

い
が
、

こ
れ
ら

の
点

に

つ
い
て
筆
者

な
り

に
と

り
ま
と
め
を
行

っ
た
も

の
で
あ

る
。

日
本

に
お

い
て
は
、

ベ
ト
ナ

ム
の
経
済
及
び
法
制
度

に
関
す

る
文
献

が
そ
れ
程
多
く

は
な

い
が
、
そ
れ
ら

の
内

の
若
干

の
も

の
を
参
考

に
す

る
と
と
も

に
、

ベ
ト

ナ
ム
経
済
研
究
所
が
毎
月

二
回
発
行

し

て
い
る

「
ベ
ト
ナ
ム
経
済

動
向
」

は
、
同
国

の
経

済
動
向

に
関
す

る
情

報
を
迅
速

に
提
供

し

て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
大
変
参
考

に
さ
せ

て
い
た
だ

い
た
。

ニ

ド
イ
モ
イ
以
前

の
経
済
改
革

ベ
ト
ナ

ム
は
、

一
九
七
六
年
南
北
統

一
以
降
、
企
業

の
国
有
化

や
農
業

の
集

団
化

な
ど
社
会
主
義
経
済

の
建
設
を
試

み
た

が
生
産
は
停

滞

し
た
。
当
初

目
指
し
た
経
済
体
制
は
、
中
央
集
権
的
計
画
経
済

の
下
で
、
生
産

・
分
配

・
消
費
と

い
う

国
民
経
済

の
す

べ
て
の
面

に
お

い
て

「
国
家
計

画
委

員
会
」

が
策
定
し
た
計
画

に
基
づ

い
て
配

分
す

る

「
バ
オ
カ

ッ
プ

制
」

で
あ

っ
た
が
、

こ
れ

に
は
構
造
的
な
欠
陥
が

あ

っ
た
。
こ

の
制

度
が
有

効

に
機
能
す
る
た
め

に
は
投
入
財

の
供
与
と
生
産
物

の
供
出

と

の
問
に
等
価
交
換

が
成
立

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
が
、
実

際

に
は
等

価
交
換

と
は
な
ら
ず
生
産
者
側

に
不
利

で
あ

っ
た
。
そ

の
結
果
生
産

の
停
滞
と
配
給
対
象
商
品

の
調
達

不
足
と

い
う

問
題

が
顕
在
化

し
、
こ
う

し
た
歪
み
は
主
要
な
配
給
対
象
商
品

で
あ

る
食

糧
を
供
給

す
る
農
業
部
門

に
お

い
て
特

に
顕
著

で
あ

っ
た
と
考

(
1

)

え
ら

れ
る

。

一
九
七
九
年
九

月
第

W
期
第
六
回
共
産
党
中
央
委
員
会
総
会

は
、
農

民

の
増
産
意

欲
を
引
き
出
す
た

め
に

「
新
経
済
政
策
」

を
発
表

し

た
。
こ
れ

に
よ
り
農
業

に
お
け

る
生
産
請
負
制
を
実
施
す

る
こ
と
と

し
た
。
個

々
の
農
民
が
生
産
隊
か
ら
請
け
負

っ
た

一
定

生
産
量
を

達

成
す

れ
ば

、
そ
れ
を
超
え

る
す

べ
て
の
生
産
物

が
農
民

に
帰

属
し
、

こ
れ
を
自

由
市

場

で
販
売
す

る
こ
と

が
許
容

さ
れ
る
と

い
う
制
度

で

あ

る
。
後

進
農
業

国
が
社
会

主
義

的
工
業
化
を
試

み
よ
う
と
す

る
場
合

、
そ

の
た
め

の
資
源
は
農
業
部
門

の
余
剰
資
源

(農
業
余
剰

)

で

あ

る
。
農
業
余
剰

の
吸
収

は
、
国
家
が
農
民
か
ら
購
入
す

る
農
産
物
価

格
を
低
位

に
お
き
、
他
方
、

こ
の
農
産
物
を

原
材
料
と

し

て
作

ら

れ
た
工
業
生
産
物
を
今

度
は
高
価
格

で
農
民

に
販
売

す

る
と

い
う

、

い
わ

ゆ
る

「
鋏
状
価
格
差

(
シ

ェ
ー
レ
)
」
を

固
定

化
す

る
こ
と

に

よ

っ
て
実

現
し
よ
う

と
し
た
。
ま
た
、
低
価
格
農
産
物

は
、
工
業
部

門
労
働
者

に
低

価
格

で
食

糧
を
供
給

し
、
も

っ
ぱ
ら
彼

ら

の
賃
金
水

準
を
低
位

に
お
か
し
め

る
た
め

に
も

こ
れ
を
欠
か
す

こ
と

は

で
き
な

い
と
判
断

し
た
。
低
価
格

で
の
農
産
物
供
給
は
、
後
進
的

社
会
主
義

(
2

)

国
に
お

い
て
工
業
化

を
実

現
す
る
た
め

に
も
避
け
ら

れ
な

い
要
請

で
あ

っ
た

。

農

業
改
革
と

し
て
は
、

一
九

八

一
年

に
農
業
合
作
社

お
け
る
生
産

請
負
制

の
拡
大
、
同

一
土
地

の
長
期
割
当

て
、
国
家

農
業
物
資

買
上

げ
価
格

の
大
幅
な
引
上
げ

が
試

み
ら

れ
た
。

一
方
、

一
九

八

一
年
以
降
、
国
営
企
業

の
大
胆

な
改
革
も

実
行
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
政
府

か
ら
与
え

ら
れ
た
生
産

目
標
を
超
え

る

部
分

に

つ
い
て
は
、
企
業

は
自
由
市
場

で
販
売
す

る
こ
と
が

で
き

る
こ
と
と
す

る
。
ま
た
、
労
働
、
資
本

、
土
地
な
ど

の
使
用

に
関
す

る

自

主
権
並
び

に
経
営
計
画

の
自
主
権
を
与
え

る
。
②

中
間
財

・
原
材
料

の
価
格
及
び
生
産
物

の

一
部

の
価
格
を

政
府

の
決

定

に
よ

る
の
で

は
な
く
、
市
場
価
格

の
形
成

に
ま
か
せ

る
。
③

国
営

企
業

は
自

ら
必
要
な
原
材
料

・
部
品
を
輸

入
し
た
り

、
自
社
製

品
を

輸
出
し
た
り
す
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る
こ
と

が
で
き

る
こ
と
と
す

る
。
④
給
料

の
支
払

に

つ
い
て
、

一
律

の
基
準

に
よ
る

の
で
は
な
く
、
労

働
者

の
就
業
成
績

な
ど
も
配
慮

し

て
弾
力
的

に
決
定

す
る

こ
と
が

で
き

る
こ
と
と
す
る
。

以
上

の
よ
う
な
改
革
は
、
必
ず

し
も
成
功

せ
ず
、
農
業

及
び

工
業

の
補
助
金
依
存
体
質

は
改
善

せ
ず

、
こ
れ
が
深
刻
な

財
政
問
題
と
な

り
、

「
バ
オ

カ

ッ
プ
制
」

の
破
綻

へ
と

つ
な

が

っ
た
。

ベ トナムの経済改革 とその発展
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三

ド

イ

モ
イ

共
産
党
第

W
回
全

国
大
会

は
、

一
九

八
六
年

一
二
月

、
従
来

の

「
中
央
集
権
的
計
画
経
済
」
を

「
計
画
的
商
品
経
済
」

に
改

め
る
経
済

の

「
刷
新
」

(
α
o
一
日
9

を
決
定

し
た
。

こ
れ

は
、

国
際
分
業
と
比
較
優
位

原
則

に
立
脚

し
た
産

業
構
造

政
策
を
実
行

す

る
こ
と
と

し
、

従

来

の
国
家
所
有

の
国
営
工
場
、
国
営
農
業
、
国
営
貿
易
会
社
並
び

に
集
団
所
有

の
農
業
合
作
社
、
商
業
合
作
社

の
ほ
か

に
、
私
有
制
を

含

む
多
様

な
所
有
形
態

を
認

め
る
と
と
も

に
、
市
場
経
済
を
導

入
す

る
と

い
う

も

の
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、

ア
、
商

品
経
済

.
市

場
経
済

の
必
要
性
を
認
識
し
、

マ
ー
ケ

ッ
ト

・
メ
カ

ニ
ズ

ム
を
重
視
す

る
こ
と
と
す

る
。

こ
の
た
め
、
政
府

の
価

格
決
定

は
、
電
力

・
灯
油

・
輸
送

・
交
通
手
段
な
ど

一
部

の
品

目
に
限

る
。
ま

た
、
国
営

企
業

は
独
立
採
算

制
と
す

る
。

イ
、
公
的

所
有
制
を

改
め

て
、
私
有
制
を
含

む
多
様

な
所
有

形
態
を

認
め

る
。
外

資

に
よ

る

一
〇

〇
%
企
業

及
び
合
弁

企
業
を
認

め

る
。

ウ
、
農
家
を
農
業
経
営

の
主
体

(基
本
的

な
生
産
単
位

)
と

し

て
位
置
付

け
、
合
作

社
は
肥
料

や
殺
虫
剤

の
供
給

及
び
灌
概

の
整
備

の

(
3

)

役
割

に
と
ど
め

る

(ド
イ

モ
イ
は
従

来

の
農
業

改
革
を
大
筋

で
認
知
し
た
)
。

こ
の
よ
う

な
改
革
は
、
政
治
的

に
は

「
共
産
党

一
党
独
裁

に
よ
る
社
ム
亭
王
義
経
済
建

設
」
と

い
・?
王
張

は
放
棄

さ
れ
な

い
が
、
経
済

政
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策

で
は
か
な
り
急
激
な
市
場
…機
構

が
導

入
さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

以
上

の
よ
う
な
新
政
策

に
基
づ

い
て
、

一
九
八
七
年

=

月

の
閣
議
決
定
第

二

一
号

「
国
家

企
業

の
計

画
、
経

済
、
会
計
及
び
社
会
主

義
的
経
営

の
革
新

に

つ
い
て
」

は
、
重

要

で
国
家
指
令

に
基
づ
く
戦
略
物
資

三
五
品

目

(石
炭

、
電
気
、
通
信
、
輸
送
、
鉄
鋼
、
化
学
製

品
、

肥
料
、
繊
維

、
紙

、
電
気

製
品
等

)
以
外

に
関
し

て
は
、
国
家

に
上
納
す

る
利

潤

の
目
標
額
を
設
定
す

る
生
産
計
画

へ
の
政
府

の
関

与
を
制
限

し
た
。
ま

た
、

一
九
八
八
年

九
月

「
農
業
運
営

の
刷
新

に
関
す

る
政
治
局
第

一
〇
決
議
」

は
、
農
家

に
対
す

る
請
負
制
を
大
幅

に
認

め
る
と
と
も

に
、
私
営

農
家

に
対
し

て
必
要
な
生
産
手
段

の
売
買
を
認

め
た
。

一
九
九

一
年
六
月
共

産
党
第

皿
回
全

国
大
会

は
、
「
二

〇
〇
〇
年
ま

で

の
経
済

・
社
会

の
安

定
化
と
発
展

戦
略
」
を
採
択

し
、
経
済
全

体

の
基
本

的
運
営
方
法

と

し

て
、

「多

様

な
所
有
形
態

を
持

つ
商
品

経
済

の
計
画
的
発

展
」
を

再
確
認

し
た
。

「
商
品

経
済

の
計

画
的
発

展
」

と
は
、
市

場
機
構

を
最
大
限

に
尊
重

し
、
政
府

が
経
済
政
策

の
諸
手
段
を

通
じ

て
市
場
を
調
整
す

る
と

い
う
趣
旨
と

理
解

さ
れ

て

い

(
4

)
る

。国
営
企
業

に

つ
い
て
は
、
非
効
率
な
も

の
を
整

理
す
る
と
と
も

に
、

一
九
九

二
年
以
降
株
式
会
社
化
を
行
う

こ
と

に
よ
り
改
革
を
実
施

す
る

こ
と
と

し
た
。

(s2)

四

ベ

ト

ナ

ム

の
経

済

成

長

ベ
ト
ナ
ム
経
済

は
、

一
九

八
〇
年

か
ら

一
九
九

〇
年
ま

で
は

マ
ク
ロ
的

に
極
め

て
不
安

定

で
あ

り
、
急
進
す
る
イ

ン
フ
レ
、
生
産

停
滞
、

膨
大

な
経
常
赤
字

、
通
貨
価

値

の
下
落
な
ど

に
直
面

し
た
。

し
か
し
、

一
九

八
六
年

の
ド
イ

モ
イ

に
よ

る
経
済
改
革

.
対
外
開
放

政
策

の

下

で
の
工
業
生
産

及
び

農
業
生
産

の
回
復
等

に
よ
り
、

一
九

八
九
年

以
降
、
イ

ン

フ
レ
は
鎮
静
化

し
、
経
済
状

況
は
改
善

に
向

か

っ
た
。
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一
九
九

〇
年

代
初
頭
以
降

の
マ
ク

ロ
経
済
運
営

は
、
安
定
と
発

展
を

両
立

で
き

る
成
長

を
示
し
た
。

一
九
八

〇
年

～

一
九
九

〇
年
ま

で

の
G

D
P

の
年
平
均

成
長
率
は

四

・
六
%

で
あ

る

の
に
対

し
、

一
九
九

〇
年

～
二

〇
〇

二
年

ま

で
の
年
平

均
成

長
率

は
七

・
六

%

で
あ
り

、
部

門
別

に
は
、
農
業

四

.
三
%
↓

四

・
二
%
、
工
業

四

・
四
%
↓

=

・
四
%
、

サ
ー
ビ

ス
業

七

・
一
%

↓

七

・
一
%

で
あ
り
、
工
業

部
門

の
成
長
率
が
顕
著

で
あ
る
。

二
〇
〇
三
年

の
成
長
率
は
七

・
二
%
、

二
〇
〇
四

年

は
七

・
五
%
を
達
成
し
た
。

二
〇
〇
五
年
及
び

二
〇
〇
六
年

は
、

い
ず

れ
も
七

・
六

%

の
見
通

し

で
あ
る
。
G

D
P

の
総

額
は
、

一
九
九

〇
年
六

四
億
七

二

〇
〇
万

ド
ル
、

二
〇
〇
〇
年

三

=

億
七

二

〇
〇
万

ド

ル
、

二
〇
〇

二
年

三
五

〇
億

八
五

〇
〇
万
ド

ル
、

二
〇

〇
三
年

三
九

〇
億
三

三

〇
〇

(
5

)

万

ド
ル
で
あ
り

、
G
D
P

の
部
門
別
に
占

め
る
割
合
は
、
第

一
表

の
と
お
り

で
あ

る

。

こ
れ
ら

の
成
長

の
主

要
因

は
、
①

工
業
生
産
高

の
急
増
、
②

農
業
生
産
高

の
増
加
、
③

原
油
生
産

量

の
増
大
、
④

外
国
直
接
投
資

の
急
増

で
あ

る
。

な
お
、

一
九

九
七
年

七
月

の
タ
イ

・
バ
ー

ツ
の
下
落
を
契
機
と
す

る
通
貨
危
機
は
、
周
辺

の

ニ
ー

ズ

・
ア
セ

ア
ン
諸

国
を

巻
き
込

む
ア
ジ
ア
経
済
危
機

へ
と
発
展
し
た
。

ベ
ト

ナ
ム
の
輸

出
は

一
九
九

七
年

末
か
ら
そ

の
影
響

を
受

け
、
主
力
輸
出
品

で
あ

る
原
油
、
ゴ

ム
、
海
産
物

の
価
格
が
大

き
く
下

落

し
た
た
め
、
輸
出
収

入
が
大
き
く
減
少

し
た
。
ま
た
、

一
九

九
八
年

の
外

国
直
接
投
資
も
半
減

し

た
。

し
か
し
、

こ
の
通
過
危
機

は
、
関
係

諸
国

の
協

調
介

入

・
国
際
援

助

に
よ
り

、

一
九
九
九
年

に

な

っ
て
通
貨

・
金
融
情

勢
は
安
定
を

取
り

戻
し
、

ベ
ト
ナ
ム
を
含
め

ほ
と
ん
ど

の
国

の
経
済

は
プ

ラ

ス
成
長

に
復
帰

し
た
。

GDPに 占め る割合第1表

部 門 1990年 2002年

農 業

工 業

サ ー ビス業

37%

23%

40%

23%

39%

38%

計 100 100%
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五

ベ
ト
ナ
ム
の
輸
出
入

↓

一
九

八
〇
年
代

の
輸
出

入

一
九
九

〇
年
ま

で

の
ベ
ト

ナ
ム
貿
易

は
、
典

型
的
な
社

会
主
義
制
度

に
よ

っ
て
行
わ

れ
、
す

べ
て
の
輸

出

・
輸
入
活
動
は
外
国
貿
易
省

(現
在

の
商
務
省

)
直

属

の
輸
出

入
国
営

会
社

に
よ

っ
て
行

わ
れ
た
。
そ

の
数

は
四

〇
社

～
五

〇
社

で
あ
り

、
何
を
ど
れ
だ

け
輸
出
入
す

る
か
は
す

べ
て
国
家
計
画
委
員
会

の
指
令

に
よ
り
決
定

さ
れ

て

い
た
。
し
か

し
、

一
九
九

〇
年

か
ら
は
民
間
企
業
も
輸
出
入

で
き

る
よ
う

に
な

っ
た
。
但

し
、
何
を
ど

れ
だ

け
輸

出
入
す
る
か
は
事

前

に
外
国
貿
易
省

の
許

可
を
得

る
必

要
が
あ

っ
た
。

こ
の
事
前
許
可
制
は
、

そ

の
後

事
後
報
告
制

に
変
更

さ
れ
た
。

一
九

八
八
年

に
お
け

る
輸

出
構
造

は
、
第

二
表

・
第

三
表

の
と

お
り

で
あ

る
。

第2表 商品別輸出構造

農産物 ・加 工食 品 33.5%

木材 ・木製 品 5.0

海産物 12.8%

鉱物 ・燃料 6.3

軽工業品 42.4

計 100.0%

第3表 市場別輸出構造

社会主義国 69.2%

先進国 11.7%

発展途上国 17.5%

国内輸出
(ベトナム国内での外国 1.6%

企業・組織 こ対する販売)

計 100.0%

第4表 商品別輸入構造

消 費 財

資 本 財

うちプラント

部品

燃料 ・原材料

その他

1.4.3

85.7

30.3

5.6

45.2

4.6
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一
九

八

八
年

当
時

に
お

け

る
輸
出

は
、

一
次

産

品
及

び
軽

工
業

品

が
中

心

で
あ
り

、

こ
れ

ら

の
輸

出
先

の
大

部

分

は
、

ソ
連

・
東

欧

の
社

会
主

義

国
で
あ

っ
た
。

]
方
、

一
九
八
七
年

に
お
け
る
輸

入

構
造
は
、
第

四
表

の
と
お
り

で
あ

る
。

一
九

八
七

年
当

時

に
お
け

る
輸

入

は

、
プ

ラ

ン
ト
、
燃

料

・
原

材
料

な

ど

の
資

本

財

が
中
心

で
あ
り

、

こ
れ

ら

の
輸

入
先

も
社

会

主
義

国

が
中

心

で
あ

っ
た
。

⇒

近
年

に
お
け
る
輸

出

入

(

近
年

に
お

け

る

ベ
ト

ナ

ム

の
輸

出

入

の
構

造

は
、
第

五
表

・
第

六
表

の

と
お
り

で
あ

る
。

二
〇

〇
二
年

の
国

・
地
域

別

輸

出

(100万 ドル ・%)
第5表 主要 国 ・地域別輸 出量 ⑥

2002年 2003年 2004年 ・構成比

[本

巾 国

オース トラリア

アメリカ

シ ンガポール

その他

2438.1

1495.5

1329.0

2421.1

960.7

2909.2

1747.7

1420.4

3938.5

1024.5

9135.7

3502.4

2735.5

1821.7

4992.3

1390.0

12061.4

13.2

10.3

6.9

18.8

5.2

45.5

合 計 20176.0 26503.3 100.0

(100万 ドル ・%)第6表 主要 国 ・地域 別輸入量 ⑥

2002年 2003年 2004年 ・構 成 比

中 国

日 本

韓 国

シ ンガ ポ ー ル

台 湾

そ の 他

2155.8

2509.6

2285.5

2534.3

2536.9

31,22.3

2994.0

2624.4

2878.2

2915.8

10692.2

4456.5

3552.6

3328.4

3618.5

3698.O

X3299.9

13.9

11.1

10.4

11.3

11.6

41.6

合 計 25226.9 31953.9 100.0
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で

は

、

日
本

は

一
位

で
あ

っ
た

が

、

二

〇

〇
三

年

及

び

二

〇

〇

四
年

に

は

ア

メ
リ

カ

へ
の
輸

出

量

が

急

増

し

て

一
位

と

な

り

、

二

〇

〇
四

年

に

は

四
九

億

九

二

三

〇
万

ド

ル

に
達

し

、

全

世

界

の

一
八

・
八

%

の
シ

ェ
ア
を

占

め

、

日
本

は

三

五
億

二

四

〇
万

ド

ル
と

貿

易

量

は

増

大

し

た

が

シ

ェ
ア

一
三

・
二
%

の

二
位

と

な

っ
た

。

一
方

、
輸

入

で

は

、

二

〇

〇
三
年

は

中

国

が

三

一
億

一
=

三

一〇

万

ド

ル

で

一
位

、

二

〇

〇
四

年

も

四

四
億

五
六

五

〇
万

ド

ル

で
シ

ェ
ア

=

二

・
九

%
と

一
位

で
あ

る
が

、

二
位

以

下

の
台

湾

、

シ

ン
ガ

ポ

ー

ル
、

日
本

、

韓

国

か

ら

の
輸

入

量

が

接

近

し

て

い
る
。

ベ
ト

ナ

ム

の
近
年

に
お

け

る

輸

出

入

を

品

目

別

に

み

る
と

、
第

七

表

・
第

八
表

の
と

お

り

で
あ

る
。

品

目

別
輸

出

量

で
は

、

原

油

、

繊
維

・
衣

料

品

が
多

く

、

次

い

で
、

履
物

、
水

産

物

で
あ

る
。

品

目

別
輸

入

量

で
は

、

機

械

機

器

部

品

が

特

に
多

く

、
次

い

で
、

石

油

、
鉄

鋼

、

繊
維

・
衣

料

等

で
あ

る
。

⇒
「

ベ
ト
ナ

ム
の
対

日
輸
出
入

ベ
ト
ナ

ム
の
対

日
輸
出

入
量

の
総
額

は
、
第

五
表

・
第

六
表

の
と
お
り

で
あ

る
が
、
主
要
品

目
別

に
み
る
と
、
第

九
表

・
第

一
〇
表

の

と
お
り

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ
る
と
、

ベ
ト
ナ
ム

の
対

日
輸
出
量

は
、
水

産
物
が
最
も
多

く
、
次

い
で
繊
維

・
衣
料

、
原
油

と
な

っ
て

い
る
。

ベ
ト

ナ
ム

の
日
本

か
ら

の
輸

入
量

の
最
大

の
も

の
は
、

二
〇
〇
四
年

で
機
械

・
設
備

部
品

の
九
億

三
三

二
〇
万
ド

ル
で
全
輸
入
量

の
約

二
六

%
を
占

め
て

い
る
。
次

い
で
鉄

鋼
、
電

子
部
品

で
あ
る
。

四

今

後

の
見
通
し

く

絢

ベ
ト
ナ
ム
は
、

A
S
E
A
N
自
由
貿
易

地
域

(

(
A
F
T
A
)

に
よ
る
域
内

関
税

の
引

下
げ
に
積
極

的

に
取
り
組

ん
で

い
る
。

二
〇

〇
五
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第7表 品目別輸出量 ⑦
(100万 ドル ・%)

原 油

繊維 ・衣料 品

水 産物

履 物

コ メ

木材 ・同製 品

PC・ 周辺機器

コー ヒー

ゴ ム

そ の他

十二=口

2002年

3270.5

2751.6

2022.8

1867.0

725.5

435.5

325.9

323.3

267.8

4715.9

2003年

3821.0

・i・i

2199.6

2267.9

72D.5

2004年 ・構 成 比

5670.6

4385.6

2400.8

2691.6

950.4

239.1

657.8

641.0

596.9

8269.5

21.4

16.5

9.1

10.2

3.6

0.9

2.5

2.4

2.3

31.2

第8表 品 目別輸入量(7)

機械機器部品

石 油

繊維 ・衣料等

鉄 鋼

PC・ 電子部品

プラスチック

化学製品

肥 料

二輪 自動車

化学薬品

その他

計

2002年

3793.1

2017.1

1710.9

1334.2

664.2

616.6

482.0

477.3

421.6

405.7

7810.3

2003年

5359.4

2433.3

2033.6

1657.1

(100万 ドル ・%)

2004年 ・構 成 比

5248.9

3574.2

2252.7

2572.6

912.3

29.9

705.8

823.6

452.1

・・

14436.9

4

2

0

1

9

9

2

6

4

1

2

6

1

7

8

2

0

2

2

1

2

5

1

1

4
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年

ま

で

の

関

税

引

下

げ

(
五

%
以

下
)

に
向

け

て
、

二

〇
〇

二
年

に
新

た

に
五

一
〇
品

目

が

一
時

的

除
外

品

目

(
T

E
L
)

か

ら
適

用
品

目

(
I
L
)

に
移
行

し

、
合

計

五

四
九

四
品

目

が

I

L

に
含
ま

れ

る

こ
と

に
な

っ
た

。

さ
ら

に

二

〇

〇
三
年

七

月

に

は

テ

レ
ビ

な
ど

七

七

五
品

目
が

I
L

に

移

行

し

、

関

税

は

三

〇
%

～

一
〇

〇
%
か

ら

二

〇
%
以

下

に
引

下
げ

ら

れ

て

い
る
。

こ
れ

ら

の
措

置

に
よ
り

ベ
ト

ナ

ム

の
貿
易

は
今

後

さ

ら

に
拡

大

す

る

こ
と
が
予
想
さ
れ

る
。

第9表 対 日品 目別輸出量(8)
(100万 ドル ・%)

コ ー ヒー

ゴ ム

原 油

履 物

水 産 物

繊 維 ・衣 料

美 術 品

野 菜

そ の他

15.6

10.4

249.9

53.9

555.4

x・11

43.2

14.5

1005.2

18.6

12.0

319.8

61.6

651.3

478.2

i・

16.7

1302.8

第10表 対 日品 目別 輸 入 量(8)

20.6

×5.1

32.2

70.6

769.5

531.1

48,9

22.1

1706.3

0.6

0.4

9.2

2.0

22.0

15.2

1.4

0.6

i・a

(100ノ ∫ ドル ・%)

2002年 2003年 2004年 ・構成比

医薬 品 7.5 5.0 1.3 o.o

電子 部品 227.0 284.5 364.0 10.2

繊 維 ・皮 革 原 料 149.7 157.1 164.1 4.6

機 械 ・設 備 部 品 702.9 833.9 933.2 26.3

自動車部 品 X55.3 217.7 206.4 5.8

鉄 鋼 2$7.9 309.3 437.2 12.3

その他 976.3 1186.5 1446.6 40.7

合 計 2509.6 2994.0 3552.6 100.0
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競争法の制定
89

こ
う

し
た
関
税
引

下
げ

に
よ
り
、
こ
れ
ま

で
高
関
税
率

に
よ
り
保
護
さ

れ
て

い
た
国
内
生
産
者

は
国
際
競
争

に
さ
ら
さ
れ
る

こ
と
に
な

る
。
し
か

し
、
安
価

で
良
質
な
他

の
A
S

E
A

N
諸
国

の
製
品

に
対
抗

で
き

る
水
準

の
ベ
ト
ナ

ム
企
業

は
そ
れ
ほ
ど
多

く
は
な

い
。
G

D

P
の
約

四
割
を
占

め
、
主
要
産
業

の
多
く
を
独

占
し

て

い
る
国
営
企
業

の
多

く
は
過
剰
な

設
備
と
雇

用
を
抱
え

て
非
効
率

な
経
営

状
態

で

あ
り

、
約

四
割

が
赤
字

経
営
と

な

っ
て

い
る
。
貿

易
自
由
化

に
よ
り

非
効
率

な
国
営

企
業

の
整

理
が
進

め
ば
、
多

く

の
失

業
者

が
発

生

し
、
社
会
不
安

に

つ
な
が
る
可
能
性
は
否
定

で
き
な

い
。
政
府

に
は
、
自
由
化
を
進

め
る

一
方

で
、
失
業
者

の
再
就
職
支
援

体
制

の
よ
う

す
)

な
安
全
網

の
整
備

な
ど
も
求

め
ら
れ

て
い
る
と

い
う

指
摘
が
あ

る

。

国
営

企
業

は

一
九
九
三
年

に
は
約
六

〇
〇
〇
社
存

在

し
た

が
、
二

〇
〇
四
年

一
月
現
在

で
は
約
四
七

〇
〇
社

で
あ

る
。
国
営
企
業

の
株

式
会
社
化

は
、

一
九
九

二
年

以
降
行
わ

れ
て

い
る
が
、
株
式
会
社
化

さ
れ
た
場
合

で
も

、
国
は
三

〇
%
以
上

の
株
式
を
所
有
す

る
こ
と
と

し

て
い
る
。
株
式

会
社
化
は
、
約
四
七

〇
〇
社

の
う
ち
約

一
三

〇
〇
社

に

つ
い
て
行

わ
れ

て

い
る
。

な
お
、
国
営

企
業

の
G
D
P
に
占
め

る
割
合

は
、

二
〇
〇
三
年
現
在

で
約
四
割

と
見
ら
れ

て

い
る
。

六

外
国
か
ら
の
直
接
投
資
の
受
入
れ

↓

外
国
投
資

法

の
制
定

(

ド
イ

モ
イ

は
、
外
国

か
ら

の
優
秀
な
技
術

・
経
営
管

理
ノ

ウ

ハ
ウ
等

の
導

入
を
図

る
こ
と
を
目
的
と

し

て
、

「外

国
投
資

法
」
を
制

定

し
、
外
資

系
企
業

の
所
得
税
率
を
軽
減

す
る
な
ど
投
資

環
境
を
整
備
す

る
こ
と
と

し
た
。

す
な
わ
ち
、

ベ
ト
ナ
ム
政
府

は
、
外
資

の
積
極
的
導

入
を
図

る
た
め
、

一
九
七
七
年

「
外

国
投
資
法
」

を
制
定

し
、
外
資
系

企
業

に
対

す
る
優

遇
措

置
を
行
う

こ
と

に
よ

っ
て
外
資

の
積
極
的
な
投
資

の
受
入

れ
を
図

っ
た
が
、
同
法
は
外
資

導
入
を
さ
ら
に
拡
大
す

る
た
め
に
、
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一
九
八
七
改
正
が
行
わ
れ
た
。
外
国
投
資

は
国
家
管

理

の
下

に
お
か
れ
、
各

プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
は
政
府

の
許

可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

こ
と

に
は
変
更

は
な

い
が
、

一
〇
〇
%
外

国
投
資

企
業
を
認

め
、
外
国
企
業

に
対
す

る
優
遇
措

置
を
大
幅

に
拡
大
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

そ

の
骨

子
は
、
次

の
と
お
り

で
あ

る
。

ア
、
投
資

形
態
と

し
て
、
合
弁
企
業

(外
国
側
当
事

者

の
出
資
比
率
は
原
則
と
し

て
三
〇
%
を
下
回

っ
て
は
な
ら
な

い
)
及
び

↓
○
○
%

外

国
投
資

企
業

を
認
め

る
。

イ

、
合
弁

企
業

の
社
長
又
は
筆

頭
副
社
長
は

い
ず
れ
も

ベ
ト
ナ
ム
人

で
あ

る
必
要
が
あ

る
。

合
弁

企
業

の
運
営

に
関
す

る
取
締
役
会

の
決
定
は

一
般

に
は
多
数
決

で
あ
る
が
、
事

業
計
画
、
主
要
人
事
な
ど
合
弁
企
業

の
組
織

及
び
事
業

に
関
す
る
最
も
重

要
な
事

項

の
決
定
は
、
全
会

一
致

で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

ウ
、
標
準
部

門
に
お
け
る
企
業
所

得
税
は
取
得
利
益

の
二
五
%
で
あ

る
が
、
優
先
部

門
に
お
け

る
企
業

所
得
税
は
取
得
利
益

の

一
五
%

～
二
〇
%
と
す

る
。
特
定
要
件

を
充
た
す
投
資

に
対
し

て
は

一
〇
%
～

一
四
%
と

さ
れ
、
か

つ
経
営

が
利
益

を
生
じ
た
と
き
か
ら
最

低

二
年
間
企
業
所
得
税

が
免
除

さ
れ
、
か

つ
引
き

続
き
最
長

二
年
間
企
業
所
得
税

が
五

〇
%
軽
減

さ
れ
る
。

⇒

外

国
直
接
投
資

の
受
入

れ
状
況

一
九
八

八
年
か
ら

二
〇
〇
三
年
ま

で

(分
野
別
は

二
〇
〇
二
年
ま

で
)

の
外
国
直
接
投
資

の
受
入

れ
状
況
は
、
第

一
一
表

・
第

一
二
表

の
と
お
り

で
あ

る
。

一
九

八
八
年

か
ら

二
〇
〇

一
年
ま

で
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
最
も
多
く
、
次

い
で
台
湾
、
日
本
、
香
港
、
韓
国

で
あ
り
、

二
〇
〇
二
年

以

降

は
、
台
湾
、
韓
国
が
上
位
を
占
め

て
い
る
。
分
野
別

に
は
、
重

工
業
、
原
油

・
ガ

ス
、
軽

工
業
、
食
品
加
工
な
ど
ベ
ト

ナ
ム
産
業

の
開
発

に
必
要
な
分
野
、

ベ
ト
ナ
ム
の
伝
統
的
産
業
分
野
な
ど
が
多
く
な

っ
て

い
る
が
、
観
光

開
発

分
野

へ
の
投
資
も
多

い
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
。
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第11表 国 ・地域 別 外 国直 接 投 資 状 況(10)

1988年 ～2001年(loo万 ドル)2002年

1.シ ンガ ポ ー ル

2.台 湾

3,日 本

4香 港

5韓 国

6.フ ラ ンス

7.英領バ ー ジ ン諸 島

8英 国

9.ロ シ ア

10.ア メ リ カ

2003年

1.台 湾

2韓 国

3.英 領 バ ー ジ ン諸 島

4.中 国

5.オ ー ス ト ラ リ ア

6香 港

7.日 本

8.シ ン ガ ポ ー ル

9.タ イ

10.フ ィ リ ピ ン

2776047.3

8495483.5

3793739.1

3513434.3

3953275.2

1712596.9

1311862.2

481730.0

69].589.4

1501462.8

(100万 ドル)

169

164

27

55

13

40

43

26

10

326.2

316.7

234.8

131.7

111.0

110.4

83.2

50.3

46.7

40.8

)19(

　レD万ooq

1.台 湾

2韓 国

3香 港

4.ア メ リカ

5.マ レー シ ァ

6.日 本

7.英領バ ー ジ ン諸 島

8.中 国

9.英領西 イ ン ド諸 島

10.シ ンガ ポ ー ル

2004年

200312.3

150267.3

57179ユ

36142.7

29113.6

48102.0

3679.4

5874.8

50.0

2842.2

(100万 ドル)

国 ・地 域 件数 投資額

1.台 湾 156 435

2.国 159 340

3.日 本 61 224

4.香 港 38 ・ ・

5.英 国 26 180

6.シ ン ガ ポ ー ル 47 124

7マ レー シ ア 26 84

8.中 国 67 79

9.ア メ リ カ 30 75

合計(そ の他を含む) 723 2222
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コ

日
本

の
分

野
別
投
資
状
況

日
本

の
ベ
ト
ナ
ム

へ
の
分
野
別

の
投
資

状
況

は
、
第

=

一一表

の
と

お
り

で
あ

る
。

日
本

の
投
資
を
分

野
別
に
み
る
と

、
こ
れ
か
ら
発
展
が
期
待

で
き

る
重

工
業

、
建

設
、
イ

ン

フ
ラ
整
備
関
係
、

ホ

テ
ル

・
観
光

、
さ
ら

に
地
場

の
特
質
を
生
か
す

こ
と

の
で
き

る
軽
工
業

分
野
な
ど
が
多
く
な

っ
て
い
る
。

ア
ジ

ア
で
活
動

し
て

い
る
日
本
企
業

二

〇
〇
〇
社

の
う

ち
、

ベ
ト

ナ
ム
で
活
動

し

て
い
る

の
は
八
七
社

で
、

ベ
ト

ナ
ム

の
景
気

は

一
九

九
九
年
以
降
上
向

い
て
き

た
と

み

て
い
る
日
本

企
業

は
多

数

に
上

る
。
今
後

の
投
資

に
お

い
て
強

い
関
心

を
示
し

て

い
る
産
業
分

野
と

し

て
は
、
電
子
部
品
、
繊
維

.
衣
料
、
輸
送
手
段

(自
動
車

、
オ
ー
ト

バ
イ
)
な
ど

で
あ

る
。

日
本
企
業

は

ベ
ト
ナ

ム
の
投
資
環
境
は
近
年

格
段

に
向

上

し

て
き

た
と
し

て
い
る
。
採
算
割

れ

の
企
業

の
比
率

は
、

日
本

企
業
全
体

で

一
九
九

八
年

五
六
%
、

一
九
九

九
年

四

一
%
、

(12

)

二
〇
〇
〇
年

二
三
%
と
縮
小
し

て

い
る

。
本
格
的
な
操
業
は

こ
れ
か
ら

の
段

階
だ
と

い

っ
て

い
い
で
あ

ろ
う
。

ジ

ェ
ト

ロ
が

二
〇
〇

二
年

=

月

に
行

っ
た

「
在

ア
ジ

ア
日
系

製
造

業
調
査
」

に
よ
る
と
、

六
割

の
企
業

が
二

〇
〇
二
年

の
営
業
損
益

見
込

み
を

「
黒
字
」
と
答
、兄
て

い
る
。

二
〇
〇
三
年

の
営

業
損
益

見
通
し
も

、
輸

出
拡
大

や
国
内

販
売
増

へ
の
期
待

か
ら

「改

善
す

る
」

と

の
回
答

が
三
分

の
二
を
占
め

て

い
る
。

一
方
、
進
出

日
系

企
業

が
抱
え

る
経
営

上

の
問
題
点
と

し

て
は
、
①
行

政
手
続
き

の
複

雑
さ
、

②

法
制
度

や
イ

ン
フ
ラ

の
未
整
備

、
③

原
材
料
等

の
現
地
調
達

の
困
難

さ
、
④

人
材

不
足
、
⑤
金

融
制
度

の
複
雑
さ
な
ど

が
挙
げ

ら
れ

て

(
13

)

い
る

。

日
本
企
業

の
七
六

%
は
そ

の
製
品
を
海
外

に
輸

出
し

て

い
る
。
そ

の
う
ち

の
五

〇
%
は
製
品

の
全

量
を
輸
出
し

て

い
る
。

こ
れ
ら

の
産

業

分
野
は
、
繊
維

・
衣
料
、
電
気
電

子
製
品

及
び
精
密
機
械

加
工
業

で
あ

る
。

現
地
政
府

が
希
望
し

て

い
る
部
品

の
国
産
化

に

つ
い
て
は
、
五

]
%
以
上

の
国
産
化
を
達
成

し

て

い
る
企
業

は
、
国
産
化
対
象
企
業

の

(
14

)

一
二

%

で
あ

る

。
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第12表 分 野 別外 国 直接 投 資状 況(lo)

1988年 ～2001年(100万 ドル)2002年 (100万 ドル)

(93)

重工業

原油 ・ガス

軽工業

食 品加工

農林業

観光 ・ホテル

事務所 リース

土木建設

その他のサー ビス

運輸 ・通信

建 設

1998年 ～2001年

1重 工 業

2建 設

3.運 輸 ・通 信

4.ホ テ ル ・観 光

5軽 工 業

6事 務所 リー ス

7原 油 ・ガ ス

8農 林 業

9.IZイ ンフラ建 設

ro.食 費加 工

11.文 化 ・保 険 ・教 育

12.そ の他 のサ ー ビス

13.水 産養 殖

14金 融 ・銀 行

733

68

1160

233

310

205

107

219

141

290

7852.1重 工 業

4230.5原 油 ・ガ ス

4599.3軽 工 業

2333.0食 品 加 工

ll43.1農 林 業

5121.6観 光 ・ホ テ ル

3003.4事 務 所 リ ー一ス

3344.2そ の他 のサ ー ビス

873.3電 信 ・郵 便

3438.9建 設

3600.3

第13表 日本 の分野 別 投 資 状 況(ll)

(100万ドル)2002年

5

6

2

2

8

4

4

4

1

8

3

5

2

2

2

1

8

1

2

1

1

2

1 1620.8

541.6

432.3

313.6

282.0

165.0

126.3

60.6

53.2

50.5

37.1

32.4

17.5

6.0

2

3

9

3

8

2

3

0

4

8

1

1

4

1

2

5

1

3

9
自

り
0

390.2

45.2

646.4

76.3

32.8

168.6

6.2

24.6

20.3

50.2

(100万 ドル)

分 野 件数 投資額

1重 工業 24 46.2

2.設 3 25.9

3.工 業 14 23.2

4.サ ー ビ ス 4 3.2

5.文化 ・保 険 教育 2 2.4

6.ホ テ ル ・観 光 1 1.0

合 計 48 102.0



94神奈川法学第38巻 第1号2005年(94)

四

経
済

発
展

に
お
け

る
外

国
直
接
投
資

の
貢
献
度

ベ
ト
ナ
ム
経
済

の
経
済
発

展

に
お
け
る
外

国
直
接
投
資

の
貢
献
度

は
、
第

一
四
表

の
と

お
り

で
あ

る
。

却

外

国
投

資
法

の
再
改

正

「外

国
投
資
法
」

は
、

一
層

の
外

国
投
資

を
拡
大

し
、
及
び

こ
れ
を

円
滑

に
行
う

た
め

(
16

)

に
、

二
〇

〇
〇
年

六
月

に
再
度
改

正
さ
れ
た
。
そ

の
概
要
は
、
次

の
と
お
り

で
あ

る

。

一

外

国
投
資

家

の
投
資

奨
励
分

野
及
び
地
区

(
三
条
)

(
1
)
投
資

奨
励
分
野

ア
、
輸
出
品

の
生
産

イ
、
農
業
、
林
業

又
は
水
産
業

に
お
け
る
養
殖

、
栽
培
又

は
加

工

ウ
、
高

度
な
技
術

の
使

用
、
最
新

技
術
、
環
境
及
び
生
態

系

の
保
護

又
は
研
究

・
開

発

へ
の
投
資

工
、
大
量

の
労
働
力

の
雇
用
、

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け

る
原
材
料

の
製
造
又
は

ベ
ト

ナ
ム

の
天
然
資
源

の
有
効
利

用

オ
、

イ

ン
フ
ラ

ス
ト
ラ
ク
チ

ャ
ー
又
は
重
要
な
工
業
生
産
基
盤

の
建
設

(2
)
投
資

奨
励
地
区

ア
、
困
難
な
社
会

・
経
済
的
条
件
を
有

す
る
地

区

(%)第14表 経済発展 にお ける外 国直接投 資の貢献度(15)

年 GDPに 占め る割合 輸出額に占める割合 工業生産高に占める割合

1995 6.3 8」

1996 7.4 i 26.0

1997 9.0 19.5 29.0

1998 10.0 21.2 33.2

1999 12.3 22.4 ・
・!

2000 13.3 23.2 39.2
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イ
、
特

別

に
困
難
な
社
会

・
経
済
的
条
件
を
有
す

る
地
区

二

投
資

形
態

(
四
条
)

ア
、
経
営
協
力
契
約

に
基
づ
く
経
営
協
力

イ
、
合
弁
企
業

は
、
有
限
責
任
会
社

の
形
態

で
設
立
し

(
六
条

)
、
外

国
側
当
事

者

の
出
資

比
率

は
原
則
と
し

て
三

〇
%
を
下
回

っ

て
は
な
ら
な

い

(八
条
)
。

ウ
、

一
〇
〇
%
外

国
投
資
企
業
は
、
有
限
責
任
会
社

の
形
態

に
よ
り
設
立

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い

(
一
五
条
)
。

三

活
動

期
間

(
一
七
条

)

外
国
投
資
資
本

を
有

す
る
企
業

の
活
動
期
間
及
び
経
営
協
力
契
約

の
期

間
は
、
五

〇
年

を
超
え

な

い
期
間

で
政
府

の
各

プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に
対
す

る
投
資

許
可
証

に
記
載
さ
れ

る
。

'

例
外
と

し

て
五

〇
年

を
超
え

る
期
間
が
許
可
さ

れ
る
場
合

が
あ

る
が
、
最
長
期

間
は
七

〇
年

と
さ
れ
る
。

四

投
資
保

証
措

置

(
二
二
条
)

ベ
ト
ナ
ム
に
投
資
す

る
外
国
投
資

家
は
、
次

に
掲
げ

る
も

の
を

国
外

に
移
転

す
る

こ
と

が

で
き

る
。

ア
、
経
営
活
動

か
ら
取
得
さ
れ

る
利
益

イ
、
技

術
又
は
役
務

の
提
供

に
対
す

る
対
価
と

し
て

の
金
銭

ウ
、
活

動
過
程

に
お
け
る
外
国
か
ら

の
借
入
金

の
元
本
及
び
利
息

工
、
投

下
資
本

オ
、

そ

の
他
自

己

の
適

法
な
所
有
権

に
属
す

る
金
銭
及
び
財
産
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五

労

働
者

の
雇
用

(
二
五
条
)

外
国
投
資
資
本

を
有
す

る
企
業

及
び
経
営
協

力
契
約

に
参
加

す
る
各
当
事

者

(以

下

「外

国
企
業
」
と

い
う

。
)
は
、
経
営

の
要

求

に
応

じ

て
労
働
者
を
選
抜
雇
用
す

る
こ
と

が
で
き

る
。
但

し
、

ベ
ト

ナ
ム
人
を
優
先

し
て
選
抜
雇
用

し
な
け
れ
ば

な
ら
ず

、

ベ
ト
ナ

ム

人
が
満

た
す

こ
と

の
で
き
な

い
技
術
又

は
管

理

の
程
度

が
要

求
さ
れ

る
業
務

に
従
事

さ
せ

る
場
合

に
限
り
外

国
人
を

選
抜

雇
用
す
る

こ

と
が

で
き
る
。

こ
の
場
合

に
お

い
て
も
、
代
替
す

る
こ
と
が

で
き
る
よ
う

に
ベ
ト

ナ
ム
人
労
働
者
を
養
成

し
な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

六

優
遇
所
得
税

(
1
)
外

国
企
業

は
、
取
得
利
益

の
二
五

%
を
企
業
所

得
税
と

し

て
納

付
し
な

け
れ
ば
な
ら

な

い
。
但

し
、
投
資

が
奨
励

さ
れ
る
分
野

に
属
す
る
場
合

に
は
、
そ

の
企
業
所
得
税

は
取
得

利
益

の
二
〇
%
と
さ
れ
、
複
数

の
投
資
奨
励
標
準
を
有

す
る
場
合

に
は
、
そ

の
企

業
所
得
税
は
取
得
利
益

の

一
五
%
、
投
資

が
特

別

に
奨
励

さ
れ
る
分
野

に
属
す

る
場
合

に
は
、

そ

の
企
業

所
得

税
は
取
得

利
益

の

一

〇
%
と
さ
れ

る

(三

八
条
)
。

(
2
)

三
条

所
定

の
投
資

分
野
又

は
投
資

地
区

に
属
す

る
場
合

に
は
、
外
国
企
業

は
経
営

が
利
益

を
生

じ
た
時

か
ら
最
低

二
年

間
企
業

所
得
税
が
免
除

さ
れ
、
か

つ
、
引
き
続
き

最
長

二
年

間
企
業
所
得
税

が
五
〇
%
軽
減

さ
れ
る
。

(
3
)
外

国
企
業

が
複

数

の
投
資
奨

励
標
準
を
有
す

る
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
実
施
す

る
場
合

に
は
、
経
営

が
利
益
を

生
じ
た
時

か
ら
最
長

四
年

間
企
業
所
得
税
が

さ
れ
、
か

つ
、
引
き
続
き

最
長

四
年
間
企
業
所
得
税
が

五
〇
%
軽
減

さ
れ
る
。

(4
)
投
資

が
特

別

に
奨
励
さ
れ

る
場
合

に
は
、
企
業
所
得
税

の
免

除
期

間
は
、
最
長
八
年
間
と
さ
れ

る

(三
九
条
)
。

七
、
そ

の
他

の
優
遇
措
置

(1
)
外
国
企
業

は
、
固
定
資
産

を
形
成
す

る
た

め

の
輸
入
物

品

に
対
す

る
輸

入
税
が
免
除

さ
れ

る
。

こ
れ

に
は
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
も

の
が
含
ま

れ
る

(四
七
条
)
。
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ア
、
設
備
及
び
機
械

イ
、
技

術
イ

ン
フ
ラ
に
お

い
て
専
用

さ
れ
る
輸
送
手
段

及
び
労

働
者

の
送
迎

に
使
用
さ
れ
る
輸
送
手
段

ウ
、
前

号
所
定

の
設
備
、
機
械

及
び
専
用
輸
送
手
段

に
付

属
す

る

コ
ン
ポ

ー
ネ

ン
ト
、
基
本
部
品
、
分
離
可
能
部
品
、

ス
ペ
ア
パ
ー

ツ
、

ア
ク
セ
サ

リ
ー
、
金
型
及
び
付
属
品

エ
、
技

術

ラ
イ

ン
に
お
け

る
設
備
も

し
く

は
機
械

の
製
造

の
た
め

に
、
又

は
設
備
も

し
く

は
機
械

に
付

属
す

る

コ
ン
ポ

ー
ネ

ン
ト
、

基
本

部
品
、
分
離

可
能
部
品
、

ス

ペ
ア
パ
ー

ツ
、

ア
ク
セ
サ
リ
ー
、
金
型

及
び
付
属

品

の
製
造

の
た
め

に
使
用
さ
れ

る
原
料
及
び

物
質

オ
、
国
内

で
生
産

不
能

な
建
設
物
質

(
2
)
投
資

が
特

別

に
奨
励

さ
れ

る
分

野
又
は
特

別

に
困
難

な
社
会

・
経
済
的

条
件

を
有
す

る
地
区

に
属
す

る
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

の
生
産

の
た
め

に
輸

入
さ
れ
る
原
料
、
物
質

又
は
部
品

に

つ
い
て
は
、
生
産
開
始
か
ら

五
年
間
輸

入
税

が
免

除
さ
れ
る

(四
七
条

)
。

(
3
)
輸
出
加

工
企
業
は
、
輸

出
加
工
区

か
ら
外

国

へ
輸
出

す
る
製

品

に
対
す

る
輸

出
税

及
び
外

国
か
ら
輸
出
加

工
区

へ
輸
入
す

る
製

品

に
対
す

る
輸

入
税

が
免

除
さ
れ
る
。

さ
ら

に
、
輸
出
加

工
企
業

及
び

工
業

区
内

の
外

国
企
業
は
、
投
資

が
奨
励
さ

れ
又
は
投
資

が
特
別

に
奨
励

さ
れ
る
場
合

に
お

い
て

は
、
税

に
関
す

る
各
種
優
遇
措
置
を
享
受
す

る

こ
と

が

で
き
る

(
四
八
条
)
。

八

外
国
投
資

に
関
す

る
国
家
管
理

政
府
は
、
外
国
投
資

の
戦
略
、
企
画

及
び

政
策
を
作
成

し
、
各

投
資
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

に
対
し
投
資

許
可
証
を
発
行
す

る
。
計
画

・
投

資

部
は
、
そ
れ
ら

の
具
体
的
作
業
を
行
う
。
ま
た

、
省

又
は
中
央
直
属
市

の
人
民
委
員
会

は
、
自

己

の
行
政
区
域

に
お

い
て
外
国
投
資

に
関
す
る
国
家
管

理
を
実
施
す

る

(
五
四
条

～
六

一
条

)
。
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却

外
国
投
資
誘

致

の
た
め

の
そ
の
他

の
政
策

(

(
1
)

ベ
ト

ナ
ム
政
府

は
、
外
国
投
資
誘
致

の
た
め
投
資

環
境
上

の
問
題
点

の
解
消

に

つ
と

め

て
い
る
。

外

国
法

人

や
外

国
個
人
向

け

の
物
価

・
サ
ー
ビ

ス
料
金

は
、
国
内

企
業

・
ベ
ト

ナ
ム
人
向
け
価
格

よ
り
割
高

で
あ

り
、

一
九
九

九

年

三
月
以
降
、
格

差
を
数
回

に
わ
た
り
縮
小
す

る
努
力
を
実

施
し

て
き

た
。
し
か

し
、

二
〇
〇

一
年
現
在

で
も

、
例
え
ば

、
生
産

分

野

の
電
気
料
金

は
、

六
～

二
K

W
の
場
合

、
外

国
人
利

用
者
向

け

は
内

国
向

け

よ
り
も
約

二
五

%
高

、
航

空
運
賃

は
約

五

〇
%
高

、

鉄
道

運
賃
は
約

四
〇
%
高
、
広
告
料
金

は
二
～
四
倍
高

、
外
国
籍
船
舶

の
登
録
手
数
料

は
約

五

.
三
倍
高

で
あ

っ
た
。
そ

の
他
郵
便

や
国
際
電
話
料
金
な
ど
各
種

通
信
料
金
も
割
高

で
あ

る
。
政
府
は
、

二

〇
〇

一
年

か
ら
二

〇
〇
五
年

の
外

国
法

人

・
個
人
向

け
物
価

(
17

)

政
策
と

し

て
、

こ

の
よ
う

な
格
差
を
段

階
的

に
廃
止
す

る
こ
と
と

し
た

。

(2
)

ベ
ト
ナ

ム
政
府
は
、
外
資

企
業

の
優

れ
た
管

理
能
力

や
技
術

の
導

入
を

目
的
と

し

て
、
外

国
法

人

・
個
人
が
次

に
掲
げ

る
九
分

野
で
、
既
存

の
地
場
産
業

の
株
式

を
所
有

す

る
こ
と
が

で
き

る
こ
と
と

し
た
。
所
有

限
度

は
、
発
行

済
株
式
数

の
三

〇
%
が
上
限
と

さ
れ

て
い
る
。
①
農
林

・
漁
業
、
②

工
業
及
び
加

工
業
、
③

ホ

テ
ル
及
び
観
光
業

、
④

運
輸
業

、
⑤

倉
庫
業
、
⑥
交
通
機

関
、
⑦
科

(
18

)

学

・
技
術

、
⑧
医
療

・
保
険

、
⑨

教
育

。

(
3
)

ベ
ト
ナ

ム
政
府

は
、

二
〇
〇

一
年

～

二
〇
〇
五
年

の
外
国
投
資
誘
致

の
国
家
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
ニ

ニ
八
件
を
発
表

し
た
。

こ
れ
に

よ
る
と
、
工
業
分
野

=

二
一二
、
農
林
水
産
及
び
食
品
加

工
分
野
三

〇
、
交

通
運

輸
分
野

一
〇
、
通
信
分

野

一
、
建
設

分
野

=

、
文

(
19

)

化

・
保
険

・
教
育
分

野

一
四
、
観
光

サ
ー
ビ

ス
ニ
九
と

な

っ
て

い
る

。

(
4
)

ベ
ト

ナ
ム
政
府

は
、

二
〇
〇

〇
年

三
月
、
外

国
投
資

法
施
行

細
則
政
令
を
改

正
し
、
①
優

遇
法

人
税

一
五
%

に
適
用
拡
大

、
②

外
国
企
業

に
よ
る
労
働
者

の
直
接
採
用

の
解
禁

(従

来
は
、
人
材
紹
介
組
織
を
通
じ

て

の
み
採
用

が
可
能

で
あ

っ
た
た
め
、
労

働
雇

用
が
割
高
と
な

っ
て

い
た
。
)
、
③
外

国
企
業

に
よ
る
土
地
賃
借

の
許
可
権
限

(都
市
部

で
は
五

ヘ
ク
タ
ー

ル
、
そ

の
他

で
は

五
〇

へ
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ク
タ
ー

ル
以
上
)
を
首

相
か
ら

人
民
委
員
会

へ
委

譲
、
④

登
録

に
よ

る
投
資
認

可
証
取
得
条
件

の
緩
和

な
ど
を
行

っ
た
。

(
5
)

二
〇
〇
三
年

四
月

に
は
外
貨

強
制
売
却
制

度
が
撤
廃

さ
れ
た
。
同
制
度

は

一
九
九

八
年
九

月
、

ア
ジ

ア
経
済

・
通
貨
危
機
後

の

外
貨

バ
ラ

ン
ス
を
維
持
す

る
た

め
に
導

入
さ
れ
、
輸

出
な
ど

の
経
常
取
引

に
よ
る
外
貨
収
入

の
八
〇
%
を

現
地
通
貨

ド

ン
に
換
金
す

る
こ
と
を
義
務
づ
け

て
い
た
。

そ

の
後
交
換

比
率

は

一
九
九
九
年
八
月

に
五
〇
%
、

二
〇
〇

一
年

に
四
〇
%
、
二

〇
〇
二
年

五
月

に

(
20

)

三

〇
%
と
徐

々
に
引
き

下
げ
ら

れ
、
撤
廃

に
至

っ
た

。

(
6
)
公
共
部
門

の
国
営

企
業

の
株
式

で
も
外
国
投
資

家
が

三
〇
%
ま

で
所
有

で
き

る

こ
と
と
な

っ
た

(
二
〇
〇
三

∴
二

・
一

]
首
相

決
定
)
。
外
国

の
専

門
的
経
験

、
経
営
手

法
、
近
代

技
術
な
ど

で
競
争

力
を

つ
け

る
必
要

の
あ

る
国
営

企
業

に
対

し

て
外
国
投
資
を

奨
励
す

る
狙

い
を
持

っ
た
決
定

で
あ

る
。

外
国
投
資
家
か
ら

み
れ
ば
、

ベ
ト

ナ
ム
国
営

企
業

の
株
式
を

所
有
す

る

こ
と
が

で
き

る
こ
と
と
な

っ
た
た
め
、
外
国
企
業

が
固
定

資

産
と

し

て
、

設
備
、
技

術
、

原
材

料
、

工
業
所
有

権
を
所
有

し
、

及
び
有
価

証
券

の
形

で
資

産
を
イ

ン
プ

ッ
ト

で
き

る

こ
と

に

(
21

)

な

っ
た

。

(
7
)
外

国
企
業

の
法

人
税
率
は
取
得

利
益

の
こ
五
%

・
ベ
ト

ナ
ム
国
内

企
業
は

三
二
%

で
あ

っ
た

が
、

こ
れ
が

二
〇

〇
三
年

か
ら
両

(
22

)

者

と
も

二
八

%
に

一
本
化

(外
国
企
業
は

三
%
増
、

国
内

企
業

は
四
%
減

)
さ
れ
た

。

(
8
)

二

〇
〇
三
年

に
法

人
所
得
税
法

が
改

正
さ

れ
、

二
〇
〇
四
年
か
ら

、
外
資

企
業

が
本
国

に
利
益
を

送
金
す

る
際

に
課
税
さ
れ

る

利
益

送
金

税

(最
高
七

%
)
が
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
、

二

〇
〇
四
年

に
個

人
所
得
税
法

が
改

正
さ
れ
、

A
S

E
A

N
近
隣
諸
国

に
比

し
高
率

だ

っ
た
個

人
所
得

税

の
最
高

税
率
が

五
〇
%
か
ら

四
〇
%
に
引
き

下
げ

ら
れ
た
。

99

'
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七

日
越
投
資
協
定

日
本
と

ベ
ト

ナ
ム
は
、
今
後
相

互

の
投
資
活
動

を
よ
り
活
発
化
さ
せ

る
狙

い
で
、

二
〇

〇
三
年

=

月
、
両
国
間

で
投
資
協
定
を
締
結

し
た
。

こ

の
協
定

の
効
力
期

間
は

一
応

一
〇
年

と
さ
れ

て

い
る
が
、
延
長

は
可
能

で
あ

る
。

日
本

は
、

こ
れ
ま

で

エ
ジ
プ
ト

(
一
九

七
八
年
)
、
中
国

(
一
九

八
九
年
)
、

ロ
シ
ア

(
二

〇
〇
〇
年

)
、
韓

国

(
二
〇

〇
三
年

)
な
ど

一
〇
力
国

・
地
域
と

の
間

で
投
資
協
定

を
締

結
し
た
。
ま
た
、

シ

ン
ガ

ポ
ー

ル
と

の
自

由
貿
易
協
定

(
F
T
A
)
を
中
核
と
す

る
経
済
連

携
協
定

(
E
P
A
)

(
二
〇

〇
二
年

)
及
び

メ
キ

シ

コ
と

の
E

P
A

(
二

〇
〇
四
年
)

の
中

に
お

い
て
も

投
資

協
定

に
関
す

る
条
項

が
設

け
ら

れ
て

い
る
。

(
1
)

原
則

(
二
条
)

ア
、
両
国
は
、
自

国

の
領
域

に
お
け

る
投
資
活
動

に

つ
い
て
内
国

民
待
遇
を

与
え

る
。

イ
、
両
国
は
、
相
手

国

の
投
資

活
動

に

つ
い
て
最
恵

国
待

遇
を
与
え

る
。

(
2
)

投
資
活
動

に
お
け

る
条
件

の
禁
止

(四
条
)

両
国
は
、
自

国

の
領
域

に
お
け

る
投
資
活
動
を
行
う
条
件

と
し

て
、
次

の
よ
う

な
要
求
を
行

っ
て
は
な
ら
な

い
。

ア
、

一
定

の
水

準
又
は
割
合

の
物
品
又

は
サ
ー
ビ

ス
の
輸

出

イ
、

一
定

の
水

準
又
は
割
合

の
現
地
調
達

の
達
成

ウ
、
自

国

に
お

い
て
生
産
さ
れ
た
物
品

又
は
提
供

さ
れ
た
サ

ー
ビ

ス

の
優
先
購
入
又
は
使
用

工
、
輸
入
数
量
又
は
輸

入
価
額
を
輸
出
数
量

又
は
輸

出
価
額
と
、
又
は
投
資

に
関
す

る
外

国
為
替

の
流
入
量
と
関
連
付
け

る
こ
と

オ
、
投
資
財
産

に
よ
り
生
産

さ
れ
る
物
品

又
は
提
供

さ
れ

る
サ

ー
ビ

ス
の
国
内

に
お
け

る
販
売
を

、
輸
出
数
量

・
輸
出
価
額
又

は
外

国
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為

替
収

入
と
関
連
付

け

る
こ
と

に
よ
り
制

限
す

る
こ
と

カ
、
特

別

の
国
籍
を
有

す

る
者
を
取
締
役
、

理
事

又
は
役
員

に
任
命

す
る

こ
と

キ
、
技

術
、
製
造
工
程
そ

の
他

の
財
産
的
価
値
を
有
す

る
知

識
を

、

一
定

の
場
合

を
除
き

、
自

国

の
自
然
人

・
法

人
等

に
移
転
す

る
こ

と
を
義
務
付

け
る

こ
と

ク
、
そ

の
他

(
3
)

例
外

(
五
条

・
六
条
)

ア
、

二
条

及
び

四
条

の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次

に
掲
げ

る
特
定

の
分

野
又
は
事
項

に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
例
外
と
し
、

そ

の
内
容

に

つ
い
て
相
手

国

に
通
報

す
る

こ
と
と
す

る
。
以

下
、

ベ
ト
ナ

ム
側

の
例
外

に
属

す
る
分
野
又
は
事

項
は
、
次

の
と
お
り

で
あ

る
。

①

放
送

・
T
V
、
②

文
化
的
性
質

を
有
す

る
製

品

の
製
造

・
出

版
、
③

石
油

・
ガ

ス

の
採
掘

及
び
希

少
鉱
物

の
採
掘

、
④

漁
業

、

⑤

天
然
林

の
樹
木
伐
採

、
⑥

土
地

・
住
宅

の
所
有
及
び
利
用
、
⑦

国
有
企
業

の
株
式
購

入
、
⑧
補

助
金

、
⑨

そ

の
他
。

イ
、

二
条
及
び

四
条

の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず

、
次

に
掲
げ

る
特
定

の
分

野
又

は
事
項

に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
例
外

と
し
、
そ

の
内
容

に

つ
い
て
相
手

国
に
通
報
す

る

こ
と

と
す

る
。
但
し
、

こ
れ
ら

の
例
外
措
置

は
、
漸
進
的

に
削
減

又
は
撤
廃
す

る
よ
う
努

め
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
資
金
上
、
経
済

上
又
は
産
業

上

の
例
外
的
状
況
が
発
生

し
な

い
限
り
新
た

な
例
外
措
置
を
採

用
し

て
は
な
ら
な

い
も

の

で
あ

る
。
以

下
、

ベ
ト
ナ
ム
側

の
例
外

に
属
す
る
分
野
又
は
事

項
は
、
次

の
と
お
り

で
あ

る
。

①

法
律
サ

ー
ビ

ス
、
②
会
計

・
監
査

・
簿
記
サ
ー
ビ

ス
、
③

税
務

サ
ー
ビ

ス
、
④
広
告

サ
ー
ビ

ス
、
⑤
付
加
価

値
電
気

通
信

サ
ー

ビ

ス
、
⑥

基
本
電
気
通
信

サ
ー
ビ

ス
、
⑦

音
声

電
話

サ

ー
ビ

ス
、
⑧

電
気
通
信
施

設

の
建
設

・
据
付

け

・
運
営

・
維
持

、
⑨
音
響

・

映
像

サ
ー
ビ

ス
、
⑩

保
険

・
銀
行

・
そ

の
他

の
金
融

サ
ー
ビ

ス
、
⑪

不
動
産
業

・
旅
行
業

・
輸
送
業

・
流

通

の
各

サ
ー
ビ

ス
、
⑫

四

輪
自

動
車

の
製
造

・
組
立

て
、
⑬

そ

の
他

。



102

な
お
、

二

〇
〇
三
年

一
二
月
、

「競
争

力
強
化

の
た
め

の
投
資
環
境

整
備

に
関
す

る

日
越
共

同
イ

ニ
シ
ア
テ

ィ
ブ
」

本
か
ら

の
投
資
を

一
層
促
進
す

る
こ
と

が
合
意

さ
れ
た
。

が

署

名

さ

れ

、

日

神奈川法学第38巻 第1号2005年(102)

八

ベ

ト

ナ

ム

に

お

け

る

主

要

法

制

ベ
ト
ナ

ム
に
お
け
る
経
済

取
引

・
貿

易

に
関
連
す

る
主
要
な
法
制

は
、
次

の
と

お

り

で
あ

る

。

↓

民
法
典

(

ベ
ト
ナ
ム
民
法

は
、
財
産

を
巡
る
取
引

の
法

や
身
分
法

な
ど
を
集
大
成
し
た
も

の
で
あ

る
。
ド
イ

モ
イ

下
で
種

々
の
私
法

が
生
ま
れ
た
。

民
事
契
約

法
、
住
宅
法

、
相
続
法
、
婚
姻
家
族
法

、
会
社
法

、
個
人
経
営

企
業

法
な
ど

が
主
要
な
も

の
で
あ

る
。

こ
れ
ら
私
法
を

中
心

と

(
23
)

す
る
財
産

を
巡
る
取
引

の
法
を
集
大
成

し
た
も

の
が

ベ
ト
ナ

ム
民
法

典

で
あ
る
。
民
法
典

の
構
成
は
、
次
表

の
と

お
り

で
あ

る

。

⇒

土
地

法

一
条
は
、

「
土
地
は
、
国
家

の
統

一
管
理

に
よ
る
全
人
民

の
所
有
物

で
あ
る
。
」
と
規
定

し
、

土
地

は

「
公
有

制
」

で
あ

る
こ
と
を
明
記

し
、

「
国
家

は
、
農
林

地
、
合
作

社
、
農
林
産
物
生
産
集

団
、

企
業
、
各

人
民

武
装
単
位
、

国
家
機

関
、
社
会

組
織
等

に
安
定
的

に
か

つ

長
期
間
使
用
す

る
た
め
土
地
を
付
与
す

る
。
」
と
規
定
す

る
。

土
地
は

、
農
地

、
林
業
用

地
、
居
住

地
、
特
別
使
用
地
、
未
使
用
地

に
分
類

さ
れ

(八
条
)
、
使
用

の
た
め
に
付
与
を
受
け
た
土
地
使
用

者
は
、
法
律

の
定

め
る
と

こ
ろ
に
従

っ
て
土
地
使

用
税
を
納
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

(四
条
)
。
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外

国
投
資

法

一
七
条

に
よ
れ
ば
、
外
国
企
業

に
よ
る
土
地
利

用
期

間
は
原
則

五
〇
年
を
超
え

る

こ
と
が

で
き
な

い
と
規
定

さ
れ
、
国
家

常

務
委

員
会

の
許
可

に
基
づ
く
場
合

は
最
長
七

〇
年
と
規
定

さ
れ

て
い
る
。
ま

た
、
同
法

四
六
条

三
項

に
よ
れ
ば
、
外
国
企
業
は
土
地
使

用
権

及
び
そ
れ

に
付
着
す

る
資
産

(建
物
等
)

に
抵
当
権
を

設
定

、

ベ
ト
ナ

ム
国
内

の
金
融

機
関
か
ら

の
資

金

の
借
入
れ
が

で
き
る

こ
と

が
規
定

さ
れ

て

い
る
。

と
こ

ろ
で
、

ベ
ト

ナ
ム
で
は
イ

ン

フ
ラ
整
備

が
ま
だ
十
分

で
な

い
こ
と

か
ら
工
業

団
地

や
輸
出
加
工
区

に
入
居
す

る
企
業

が
多

い
。

こ

う

し
た
状

況

の
下

で
、

工
業

団
地

や
輸
出
加

工
区

の
開
発
会
社

は
、
投
資
事

業

に
よ

る
土

地
利
用
期

問
が

原
則

五
〇
年

と
さ

れ
る
と

こ

ろ
、
投
資
許

可
取
得
後

に
お

い
て
、
住
民
補
償
、
買
収
、
造
成

、
標

準
工
場
建

設
、
製
造
、
販
売

ま

で
の
過
程
を
通
算

す

る
と
、
五
年

か

ら

一
〇
年

の
無

収
入
期
間
が
発
生
し
、
投
資
事
業

の
経
営

に
お

い
て
問
題
と
な

っ
て

い
た
。
こ

の
よ
う

な
問
題

に
対
処
す

る
た
め
、

ベ
ト

ナ

ム
政
府

は
、

二

〇
〇
〇
三
年

下
期

の
国
会

に
お

い
て
土
地
法
を

改
正

し
、
土
地
利

用
期

間
が

五
〇
年

(七

〇
年

)
以
内

で
あ

る
場
合

は
、
さ
ら
に
五

〇
年

(七

〇
年
)
以
内

の
更
新
を
認

め
る
こ
と
と

し
た
。

⇒

そ

の
他

く

そ

の
他

の
ベ
ト

ナ
ム
に
お
け

る
経
済
取
引

・
貿
易

に
関
連
す

る
主

要
な
法

制
は
、
次

の
と
お
り

で
あ

る
。

○
貿
易

商
品
輸
出
入
税
法

(
一
九
八

八
年
)

○
丁
商

業
税
及
び
商
品
税

に
関
す

る
法
令

(
一
九

八
八
年

)

○

ベ
ト
ナ

ム
労
働
法
典

(
一
九
九

四
年
、
最
終
改
正

二
〇

〇
二
年
)

○
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
外

国
事
業
法

人
及
び
外

国
旅
行
業
企
業

の
駐
在
事
務
所
及
び
支
店

に
関
す

る
指
針

に
関
す

る
布
告

○

ベ
ト
ナ

ム
の
外

国
入
出
入
国
及
び
居
住

に
関
す

る
法
律

(
二

〇
〇
〇
年

)

(
一
九
九
九
年
)



(104} 神奈川法学第38巻 第1号2005年 104

表 民法典の構成

・公 法

・騰 一⊥=

憲法、刑 法、環境保護 法、所得税 法など

身分法 婚姻家族法など購灘 鰻 欝野

民法典

鷲噺

財産の取引

(契約)

種 類 別 一 担 保 物 権(質 、抵当、手付、寄託r供託、保証、

違約罰)、土 地 使 用 権 、知 的財 産 権

所有形 態別 共有 、全 人民所 有、集 団所 有、私有

財産取 引の原則

典型 契約 売買、交換、贈 与、貸借、賃 貸借 、

賃貸借 請負、使用貸借、労 務提供 、

運送、加工 、寄託、保 険、委託、

懸賞広告

事務管理 、不 当利得

不 法行為

技 術移転

財産 の主体 個 人、法 人、世帯、組合

財産を巡る国際私法



㈲

○
新
事
業
所
得
税
に
関
す
る
政
府
布
告

(二
〇
〇
三
年
)

q

O
外
資
の
あ
る
企
業
の
株
式
会
社
形
態
の
運
営

へ
の
転
換
に
係
る
布
告

(二
〇
〇
三
年
)

○
「
ベ
ト
ナ
ム
で
就
業
す
る
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
と
管
理
に
係
る
布
告
」
の
実
施
方
針
に
関
す
る
通
達

(
二
〇
〇
四
年
)

ベ トナムの経済改革 とその発展
一 競争法の制定

105

九

競
争
法
の
制
定

ベ
ト

ナ
ム
商
務
省
は
、

ベ
ト

ナ
ム
事
業

の
改
革

や
国
際

社
会

へ
の
整
合
を
進
め
る
た
め
、
競
争
管
理
委

員
会

に
お
け

る
第

五
次
ま

で

の

法
案

の
検
討
を
経

て
、

二
〇

〇
二
年

一
二
月
に

「競
争
法
」

の
法
案

を
政
府

に
提
出
し
、
政
府
は
所
要

の
検
討
を
経

て
、

二

〇
〇
三
年

一

〇
月

に
国
会

に
提
出

し
た
。
競
争
法

(
い
。。
毛

8

0
0
日
b
o
葺
δ
昌
)
は
、

二

〇
〇
四
年

一
一
月

国
会

で
採
択

さ
れ
、
二

〇
〇
五
年
七
月

一

日
か
ら
施
行

さ
れ
た
。

ベ
ト

ナ
ム
は
、
発
展
途

上
国
と
し

て
産

業
発
展
政
策

の
要
請

が
あ
る

一
方

で
、
社
会
主
義
体
制

の
改
革

及
び
市

場
経
済
化

の
大
目
標

の

(
24

)

一
環
と

し
て
、
東

ア
ジ

ア
地
域
諸
国

に
お
け
る
競
争
法
制
定

の
流
れ

の
な
か

で
、
社
会

主
義
体
制
下

で
競
争

法
を
制
定
し
た
意
義
は
大
き

い
と
言
え

る
。

競
争
法

は
、
行

政
機
関

の
競
争
阻
害
的
権
限
行
使

の
禁
止
並
び

に
企
業

に
よ
る
競
争

制
限
的
協
定

を
禁
止
す

る
と
と
も

に
、
市
場
支
配

的

地
位

及
び
独
占

的
地
位

の
濫
用

を
禁

止

し
、
並
び

に
経
済

力

の
集

中
、
不
公

正
な
競
争
行

為
を
規

制
す

る
も

の
で
あ

る
。

こ

の
法
律

は
、
公
共
財

・
公
共
サ

ー
ビ

ス
分
野

の
企
業
活
動

に
加
え

、

ベ
ト
ナ

ム
国
内

で
事
業
活

動
を
行
う

外
国
事
業
者

に
対
し

て
も
適
用

さ
れ
る

こ
と
は
言
う

ま

で
も
な

い
。

こ

の
よ
う

に
競
争
法

は
、
行

政
機

関

に
よ
る
不
当
な
産
業

行
政

の
市
場
介
入

つ
い
て
も
監
視
す

る
こ
と
を
特

徴

と
す

る
。
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(
25

)

競
争
法

の
主
要

な
内
容
は
、
次

の
と
お
り

で
あ

る
。

↓

行
政
機

関

の
競
争

阻
害

的
権
限

行
使

(
六
条

)

(

行
政
機

関

の
権

限
行

使

に
お

い
て
、
次

の
よ
う
な
行
為

は
競
争
阻
害
的
行
為
と

し

て
禁
止
さ
れ
る
。

売
買
先

の
強
制

、
企
業

間

の
差

別
的
取
扱

い
、
競
争
制
限
的

目
的

で

の
業

界
及
び

企
業

に
対
す

る
共
同
行
為

の
強
制
、
そ

の
他
適
法

事
業
活
動

の
侵
害
行
為

。

(若

干

の

コ
メ
ン
ト
)

行
政
機
関

の
権
限
行
使
行
為
と

い
え
ど
も

、
国
家

独
占
行
為
と
し

て
法
律

に
基
づ
く
行
為

は
別
と

し

て
、
上
記

の
よ
う

な
行
為

を
行

う

場
合
は
、
関
係
法

の
権
限
逸
脱
行
為
と

し

て
禁
止

さ
れ
、
ま
た
、
わ
が
国
独
占
禁
止
法

に
お

い
て
も

、
行

政
機

関
を

「事

業
者
」

の

行
為

と
し

て
規
制

の
対
象
と
し

て

い
る
。

ベ
ト
ナ
ム
に
お

い
て
は
、
行
政
機
関
が
経
済
取
引
を
行

い
又

は
経
済
取
引

に
介

入
す
る
場

合

が
多

い
こ
と
か
ら
、
特

に
こ

の
よ
う

な
規
定
を

設
け

る
必

要
が
あ

っ
た
も

の
と
思
わ

れ
る
。

⇒

競
争
制
限
的
協
定

(八
条
、
九
条
)

(
ω

次
に
該
当
す
る
協
定
に
つ
い
て
は
、
参
加
事
業
者
の
関
連
市
場
に
お
け
る
シ
ェ
ア
合
計
が
三
〇
%
を
超
え
る
場
合
は
禁
止
さ
れ
る
。

①
物
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
を
拘
束
す
る
協
定

(価
格
料
金
協
定
)

②
物
品
も
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
の
販
売
市
場
又
は
原
料
供
給
を
分
割
す
る
協
定

(市
場
分
割
協
定
)

③
物
品
の
生
産
量
、
購
入
量
も
し
く
は
販
売
量
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
量
を
制
限
す
る
協
定

(数
量
制
限
協
定
)

④
技
術
開
発
又
は
投
資
を
制
限
す
る
協
定

(技
術
開
発
等
制
限
協
定
)

⑤
取
引
の
相
手
方
に
対
し
て
、
新
規
の
売
買
契
約
に
当
た
り
条
件
を
課
し
又
は
契
約
事
項
に
直
接
関
係
し
な
い
義
務
を
強
要
す
る
協
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定

(不
当

な
拘
束
条

件
付
協

定
)

ω

次

に
該
当
す

る
協

定

に

つ
い
て
は
、

一
律

に
禁
止
さ
れ

る
。

①

他

の
事
業
者

の
新

規
参
入
も

し
く

は
事
業

の
拡
大
を

阻
止
し
又
は
妨
害

す
る
協
定

②

協
定

に
参
加

し
な

い
事
業
者
を
市
場

か
ら
排

除
す

る
協

定

③

物
品
又
は

サ
ー
ビ

ス
の
供
給

に
関
し
、

一
又
は

二
以
上

の
事

業
者

に
落
札
さ
せ

る
た
め

の
入
札
談
合

(若

干

の

コ
メ

ン
ト
)

一

ω

の
各
協
定

が
違
法
と

さ
れ
る
場
合
を
参
加
事
業

者

の
関
連
市

場

に
お
け

る
シ

ェ
ア
合
計
が

三

〇
%
を
超
え

る
場
合

に
限
定
し

、

三

〇
%
以
下

の
場
合

の
協

定
を
違
法
と
し
な

い
の
は
、
未
発
達

・
未
成
熟

の
私
企
業

が
競
争
市

場
か
ら
脱
落
す
る

の
を
防
止
し
よ
う

と
す
る
意

味
合

い
が
あ
り
、
産
業
発
展
政
策
と

の
調
和
を

図

っ
た
も

の
と
考
え

ら
れ
る
。
な
お
、
④

技
術
開
発
又
は
投
資
を
制
限
す

る
協
定

に

つ
い
て
は
、
ω

①

の
趣
旨

に
反
す

る
も

の
は
容

認
さ
れ
な

い
も

の
と
考
え

ら
れ

る
。

二

⑪

の
各
協
定
を
参
加
事
業
者

の
関
連
市

場
に
お
け
る
シ

ェ
ア
に
係
り
な
く

一
律

に
禁

止
し
た

の
は
、
事
業
者

の
新
規
参

入
や
事
業

拡
大
を

阻
害
す

る
行
為

は
、
市

場

の
発
達

・
発

展

に
悪
影

響
を
与
え

る
こ
と
を
考
慮
し
た
も

の
と
考
え

ら
れ
る
。

107

コ

市
場
支

配
的
地
位

及
び

独
占

的
地
位

の
濫

用

(

(
1
)
市
場
支
配
的
地
位

の
濫
用

(
=
二
条

)

市

場
支

配
的
地
位

と
は
、
次

の
場
合
を

い
う
。

ω

一
社

の
シ

ェ
ア
が
三

〇
%
以
上
又
は
当
該
市

場

で

の
競
争
を
実
質
的

に
制
限
す

る
こ
と

が
可
能

な
場
合

㈹

二
社

の
合
計

シ

ェ
ア
が
五

〇
%
以
上

で
あ
り
、
共
同

し

て
当
該
市
場

で

の
競
争
を
制

限
す

る
た
め

の
活
動
を
行

っ
て
い
る
場
合
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ラ価

三
社

の
合
計

シ

ェ
ア
が
六
五
%
以
上

で
あ
り
、
共
同
し

て
当
該
市
場

で

の
競
争
を
制

限
す
る
た
め

の
活
動
を
行

っ
て

い
る
場
合

㈹

四
社

の
合
計

シ

ェ
ア
が
七

五
%
以

上

で
あ
り

、
共

同
し

て
当
該
市
場

で

の
競
争
を
制

限
す
る
た
め

の
活

動
を
行

っ
て

い
る
場
合

市
場
支

配
的
地
位

に
あ

る
事
業
者

は
、
以

下
の
行
為
を
行
う

こ
と

が
禁
止

さ
れ
る
。

①

競
争
者
を

排
除
す
る
目
的

で
、
原
価
を
下
回

る
価
格

で
物
品

の
販
売

又
は
サ
ー
ビ

ス
の
提
供

(略
奪

的
廉
売
)

②

消
費
者

に
不
利
益
を
も

た
ら
す

、
不
当

な
販
売
価
格
も

し
く

は
購

入
価
格

の
強
制

又
は
最
低

再
販
売

価
格

の
拘
束

③

消
費
者

に
不
利
益
を
も

た
ら
す

、
物
品
も

し
く
は
サ

ー
ビ

ス

の
生
産
も
し
く

は
流
通

の
抑
制

、
市

場

の
制
限
又
は
技
術
開
発

の
妨
害

④

競
争
上

の
不
公
正
を
も

た
ら
す
、

同
種

の
取
引

に
お
け

る
事

業
者

に
よ
り
異
な

る
取
引
条
件

の
付
与

(差

別
的

取
扱

い
)

⑤

取
引

の
相
手
方

に
対
し

て
、
新
規
契
約

の
際

に
条
件

を
課
し
又
は
契

約

に
直
接
関
係

し
な

い
義
務
を
強
要

す
る
行
為

⑥
市

場
参

入
阻
止
行

為

(
2
)
独
占
的
地
位

の
濫
用

(
一
四
条

)

独
占
的

地
位
と

は
、
当
該
市

場

に
お

い
て
競
合
す

る
事
業
者

が
存
在

し
な

い
場
合

を

い
う

。

独
占
的
地
位

に
あ

る
事
業
者

は
、
以
下

の
行
為
を
行
う

こ
と

が
禁
止

さ
れ
る
。

①

=
二
条

に
規
定
さ

れ
る
行
為

②

消
費
者

に
不
利
益
を
与
え

る
条
件
を

課
す
こ
と

③

合
理
的
理
由

の
な

い

一
方
的
な
契
約
内
容

の
変
更

又
は
破
棄

(
3
)
国
家
独
占
企
業

に
対
す
る
規
制

(
一
五
条
)

国
は
、
国
家

独
占
企
業

に
対
し
、
売
買
価
格

、
供
給
量

及
び
市

場
範
囲

の
設
定

に
よ
り
規
制
を
行
う
。
ま

た
、
国
は
、
公
益

に
係

る

物
品

及
び
サ
ー
ビ

ス
の
生
産
又
は
供
給
を
行
う
事
業
者

に
対

し

て
、
数
値
目
標

の
割
当

て
、
政
府
公
示
価
格

に
よ
る
調

達
等

の
規
制

を
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命
令

に
よ
り
行
う

。

(若
干

の

コ
メ
ン
ト
)

一

(
1
)
及
び

(
2
)

の
規
制
は
、
わ
が
国
独
占
禁
止
法

の
私
的
独
占

及
び
不
公

正
な
取
引
方
法

の
優
越
的
地
位

の
濫

用
、
差
別

的
取
扱

い
な
ど
を
合
体

さ
せ
た
よ
う
な
規
定

で
あ

る
。
私
的
独
占
は
、
事

業
者

に
対
す
る

「排

除
」
又

は

「
支
配
」
行

為
を
伴

い
、

優
越

的
地
位

の
濫

用

の
相
手
方

は
、
事

業
者
と
考

え
ら

れ

て

い
る
。

こ
れ

に
対
し

、
本

規
制

で
は
、
右

の
よ
う

な
行

為
を
通

じ
、

直
接

又
は
間
接

に
消
費
者

に
不
利
益

を
も
た
ら
す
行
為

に

つ
い
て
も
規

制
さ
れ

て

い
る

の
が
特

徴

で
あ

る
。

二

(
3
)
は
、
国
家
独

占
企
業

に
対
し
、
価
格
統

制
、
生
産
調
整

な
ど

の
行
為

を
行
う

こ
と
が

で
き

る
こ
と
を
明
定
す

る
と
と
も

に
、
そ

の
行
う

こ
と
が

で
き

る
行
為

の
範
囲
を

国
家
が
許
容
し
た
範
囲

に
止

め
、

こ
れ
を
超
え

る
統

制
を
行
う

こ
と

が
で
き
な

い

こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
意

味
が
あ

る
と
考
え
ら

れ
る
。

四

経
済
集

中

(
①

経
済

集
中

(合
併

、
整
理
統
合

、
譲
渡

、
共

同
事

業
又

は
法

で
規
定

さ
れ

て

い
る
そ

の
他

の
形
態

)

に
当
た

る
行
為

で
、
市
場

に

お
け
る
合
計

シ

ェ
ア
が

五
〇
%
を
超
え

る
こ
と
と

な
る
も

の
は
、
禁
止
さ
れ

る

(
一
八
条
)
。

②

経
済

集
中
後

の
市

場

シ

ェ
ア
が
三

〇
%
以
上

五

〇
%
以

下
と

な
る
経
済
集
中
を

予
定

し

て

い
る
事

業
者
は

、
当

該
集
中

の
三

〇
日

以
前

に
競
争
管
理
部

に
そ

の
旨
を
届

け
出

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
集
巾
後

の
市
場

シ

ェ
ア
が
三
〇
%
未
満

又
は
集

中
後

の
新
会
社

が

中
小
事

業
者

に
該
当
す

る
場
合

に
は
届
出
は
必
要
な

い

(
二
〇
条
)
。

③

競

争
管
理
部

は
、
事

業
者

か
ら
経
済
集
中

に

つ
い
て
届
出

が
提
出

さ
れ

て
か
ら
七
営
業

日
以
内

に
届
出

に
不
備
が
な

い
か
を
確

認

し
、
届
出
を
行

っ
た
事
業
者

に
そ

の
結

果
を
通
知
す

る
。
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競
争
管

理
部

は
、
適

切
な
届
出
が
な
さ
れ

て
か
ら

四
五
日
以
内

(三
〇
日
間

の
延

長
が

二
回
ま

で
可
能
)

に
、
当
該
集
中

が

一
八

条

で
禁
止

さ
れ
る
も

の
で
あ

る
か
否

か
を
文
書

で
通
知
す

る
。
ま
た
、
当
該
集

中
が
禁
止

さ
れ
る
場
合

に
は
、
そ

の
理
由
を
併

せ

て

通
知
す

る

(
;

二
条

)
。

(若

干

の

コ
メ
ン
ト
)

規
制

の
対
象

に
な

る
経
済
集
中

は
、
①

に
規
定

さ
れ
て

い
る
も

の
に
限
定
さ
れ

て
い
る
。
ま

た
、
経
済
集
中

が
禁
止

さ
れ
る
基
準

が
市
場

シ

ェ
ア
に
基

づ

い
て
い
る
点

は
明
解

で
あ

る
と

い
え

よ
う

。

こ

の
シ

ェ
ア
計
算

に
は
、
当
然

輸
入
割
合
が
勘

案
さ
れ

る
も

の

と
思
わ

れ
る
。

問
題

は
、
禁
止

さ
れ
又
は
届
出
対
象

と
な
る
集

中

の
市
場

シ

ェ
ア
を
事
業
者

が
ど

の
よ
う

に
し

て
計
測
す
る
か
と

い
う

点

で
あ

ろ

う
。
民
間
事

業
者

が
市
場

シ

ェ
ア
を
計

測
す

る
こ
と
は
か
な
り
困
難

で
は
な

い
か
と
思
わ

れ
る

の
で
、
こ

の
点

を
実

務
上

い
か

に
解

決
し

て

い
く
か
が
課

題
に
な

る
と
考
え

ら
れ
る
。

わ
が
国
独
占
禁
止
法

に
お
け

る
経
済
集

中

の
場
合

の
届
出
義

務
は
、
総
資
産
合
計
額

が

一
定
額
以

上

で
あ
る
場
合
等

と
規
定
さ
れ

て
お
り
、
届
出
義
務

が
あ

る
か
否

か
は
当
事
会
社

に
と

っ
て
明
確

で
あ
り
、
経
済
集
中

が
禁
止

さ
れ
る
場
合

に
該
当

す
る
か
否

か

の

判
断
は
公
正
取
引
委

員
会
が
行
う

か
ら

、
右

の
よ
う

な
問
題
は
な

い
。

動

不
公
正
な
競
争
行
為

不
公
正
な
競
争
行
為
に
当
た
る
も
の
と
し
て
、

①
虚
偽
表
示

②
商
業
上
の
秘
密
の
侵
害

次

の
行
為

が
禁
止

さ
れ

る

(三
九
条

～
四
八
条
)
。
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③

消
費
者
又

は
取
引

の
相
手
方

に
他

の
事

業
者

と

の
取
引
を
行
わ
せ
な

い
行
為

(排
他
条
件
付
取
引
)

④

他

の
事
業
者

の
名
誉
殿
損
を

す
る
行
為

⑤
他

の
事
業
者

の
事
業
活
動
を
妨
害

す
る
行
為

⑥

不
公

正
な
競
争
を

目
的
と
す

る
広
告
活

動

(比
較
広
告
、
模
倣
広
告
、
虚
偽
情
報
等
)

⑦
不
公

正
な
競
争
を

目
的

と
す

る
販
売
促

進
活

動

(お
と
り
景
品
、
試
供
品
、
不
当
表
示
等
)

⑧
事
情
者
団
体

に
よ
る
差

別
的
行
為

⑨
違
法

な
重

層
的
物

品
販
売

(
マ
ル
チ
商

法
等

)

⑩

不
公

正
な
競
争
行
為
と

認
め
ら
れ

る
そ

の
他

の
行
為

(若

干

の

コ
メ

ン
ト
)

不
公

正
な
競
争
行
為
と

し
て
列
挙
さ
れ

て
い
る
行
為
は
、
わ
が
国
独
占
禁
止
法

に
お

い
て
も
規
定

さ
れ
て

い
る
も

の
の
ほ
か
、
②

、

④

や
⑨

の
よ
う

な
行
為

が
規
定

さ
れ

て

い
る
の
が
特
徴

で
あ

る
。
ま

た
、
わ
が
国
独
占
禁
止
法

の
よ
う

に

「
公
正
競
争

阻
害
性
」

が

要
件
と

さ
れ

て
い
な

い
こ
と
や
、
⑩

の
よ
う

な

一
般
条
項

が
あ

る
点

で
、
厳

し

い
も

の
と

い
え

よ
う
。

わ

が
国
独
占

禁
止
法

で
不
公

正
な
取

引
方
法

と

し

て
規
制
さ

れ

て

い
る
原
価
割

れ
販
売

、
再
販
売

価
格

の
拘

束

、
差

別
的
取

扱

い
は
、

三

で
述

べ
た
よ
う

に
、
市

場
支
配
的

地
位

又

は
独
占

的
地
位

に
あ

る
事
業
者

が
濫
用
行
為

と

し

て
行
う

場
合

に
規
制

さ
れ

て

い
る
。

111

肉

適
用
除
外

競
争
制
限
的
協
定
及
び
経
済
集
中
で
あ

っ
て
も
、

一
定

の
基
準
を
満

た
す
も

の
に

つ
い
て
は
、
商
業
大
臣
又
は
首
相
が
許

可
す

る
場
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合

に
、
本
法

の
適

用
が
除
外

さ
れ

る

(
二
五
条
)
。

神奈川法学第38巻 第1号2005年

匂

執
行
機
関

商
務
省
の
下
に
設
置
さ
れ
る
競
争
管
理
部

(現
行
組
織
名
で
あ
り
変
更
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
)
及
び
競
争
評
議
会
が
執
行
機
関
と

な
る
。

競
争
管
理
部
は
、
競
争
法
違
反
行
為
に
関
す
る
審
査
を
行

い
、
そ
の
結
果
を
競
争
評
議
会
に
報
告
す
る
。
但
し
、
不
公
正
な
競
争
行

為
に
つ
い
て
は
競
争
評
議
会

へ
の
報
告
は
行
わ
れ
ず
、
競
争
管
理
部
に
お
い
て
措
置
が
決
定
さ
れ
る
。

競
争
管
理
部
長
は
商
務
大
臣
の
指
名
に
基
づ
き
首
相
に
よ
り
任
命
さ
れ
、
個
別
案
件
ご
と
の
担
当
審
査
官
の
指
定
、
予
備
審
査
及
び
正

式
審
査
の
開
始
又
は
打
切
り
の
決
定
、
証
人
喚
問
、
経
済
集
中
及
び
不
公
正
な
競
争
行
為
に
対
す
る
措
置
の
決
定
等
の
権
限
を
有
す
る
。

競
争
評
議
会
は
、
商
務
大
臣
の
指
名
に
基
づ
き
首
相
が
任
命
す
る
委
員
長
及
び

一
〇
名
～

一
四
名
の
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

競
争
評
議
会
委
員
長
は
、
競
争
管
理
部
か
ら
競
争
法
違
反
行
為
に
関
す
る
報
告
を
受
け
た
場
合
、
五
人
以
上
の
競
争
評
議
会
メ
ン
バ
ー

で
構
成
さ
れ
る
個
別
事
案
に
関
す
る
裁
定
委
員
会
を
設
置
す
る
。
同
委
員
会
に
お
い
て
、
多
数
決
に
よ
り
競
争
法
違
反
行
為
に
対
す
る

措
置
が
決
定
さ
れ
る
。
委
員
長
及
び
委
員
の
任
期
は
五
年
で
あ
る

(再
任
可
)。

川

執
行
手
続

(
1
)
審
査

競
争
管

理
部
は
、
違

反
行
為

に
関
す

る
申
告
が
あ

っ
た
場
合

及
び
職
権

に
よ
り
違

反
行
為

を
発
見
し
た
場
合

に
は
、

予
備
的
審
査
を

吻q

開
始

す
る

(
八
六
条

)
。

開
始

か
ら

三
〇
日
以
内

に
、
予
備

的
審

査

に
お

い
て
競
争
法
違

反
行
為

が
認

め
ら
れ
な

か

っ
た
場
合

に
は
審
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査

の
打

切
り
を
決
定

し
、
そ

の
旨

を
関
係
者

に
通
知
す

る

(八
七
条
)
。

違

反
行
為

が
認

め
ら
れ
た
場
合

に
は
、
正
式
審
査
を

行
う
旨
を
決
定

す

る

(
八
八
条

)
。
審
査
手

続

に
お

い
て
、
審
査
官

は
、
次

の

権
限
を
有

す
る

(七
七
条
)
。

①

関
係
機

関
及
び

関
係
者

に
対
す
る
必
要
な
情
報
又
は
文
書
提
出

の
要
求

②
審
査
対
象
事
業
者

に
対
す

る
文

書
提
出
及
び
説
明

の
要
求

③
競
争
管

理
部
長

へ
の
専
門
家
か
ら

の
意

見
聴
取

の
勧
告

④
競
争
管

理
部
長

へ
の
競
争
法
違

反
行
為

の
緊
急
差
止
め

の
勧
告

正
式
審
査

は
、
競
争
制

限
的
協
定
、
市
場
支
配
的
地
位
及
び
独
占

的
地
位

の
濫
用
並
び

に
経
済
集
中
に
関
す
る
事
案

に

つ
い
て
は
、
開

始
決
定

が
あ

っ
た
日
か
ら
六

ヶ
月
以
内

に
終
了
す
る

(六

〇
日
間

の
延
長
が
二
回
ま
で
可
能
)
。
ま
た
、
不
公
正
な
競
争
行
為

に
関
す
る
案

件

に

つ
い
て
は
、
正
式
審
査

の
開
始
決
定
が
あ

っ
た
日
か
ら
九

〇
日
以
内

に
正
式
審
査
を
終
了
す

る

(六
〇
日
問

の
延
長
が
可
能
)
。

競
争
管

理
部
長

は
、
正
式
審
査
終

了
後

、
①
違

反
行

為

の
概
要
、
②

違
反
行
為

の
特
徴

及
び
証
拠
、
③
違

反
行
為

に
対

す
る
措
置

の

提
案

を
競
争
評
議
会

に
対

し

て
報
告
す

る

(九
三
条

)
。

こ

の
報
告
を
受
け

て
、
競
争
評
議
会

は
、
個
別
案
件

に
関
す

る
裁
定
委
員
会
を
設
置
し
、
同
委
員
会

は
三
〇
日
以
内

に
、
①
審

問

の

開
始
、
②

競
争
管
理
部

に
よ
る
再
審
査

、
又
は
③

打
切
り
を
決
定

す
る
。
審
問
は
、
決
定
か
ら

一
五
日
以
内

に
原
則
と

し
て
公
開

で
開

催
さ
れ
、
関
係
者
か

ら

の
意
見
聴
取
等

が
行

わ
れ
る
。
そ

の
後
、
同
委

員
会

に
よ
り
違
反
行
為

に
対
す

る
措
置

が
決
定

さ
れ
る
。

(2
)
排
除
措
置

競
争
法
違

反
行
為

に
対
し

て
は
、
次

の
措
置

が
執

ら
れ
る
。
な
お
、
競
争
管

理
部
長
は
、
①

、
②

(但

し
、
不
公
正
な
競
争
行
為

に

関
す

る
も

の
に
限

る
)
、
③

及
び
④

に

つ
い
て
措
置

の
決
定
及
び
執
行
を
行
う
権
限
を
有
す

る

(
=

七
条

、

=

八
条

)
。
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①
警
告
書
の
発
出

②
制
裁
金
の
賦
課

(競
争
制
限
的
協
定
、
市
場
支
配
的
地
位
又
は
独
占
的
地
位
の
濫
用
行
為
、
経
済
集
中
に
該
当
す
る
行
為
に
対
し
て

は
、
違
反
行
為
が
行
わ
れ
た
年
度
の
前
会
計
年
度
の
総
売
上
高
の

一
〇
%
以
下
の
制
裁
金
、
不
公
正
な
競
争
行
為
に
該
当
す
る
行
為

に
対
し
て
は
、
行
政
事
罰
に
つ
い
て
定
め
る
法
令
に
基
づ
く
制
裁
金
)

③
証
拠
及
び
違
反
行
為
に
係
る
設
備
等
の
没
収

④
独
占
的
地
位
に
あ
る
企
業
の
分
割
の
所
管
官
庁

へ
の
要
請

⑤
経
済
集
中
の
当
事
会
社
に
お
け
る
当
該
集
中
に
係
る
部
門
の
強
制
売
却
の
所
管
官
庁

へ
の
要
請

⑥
製
品
回
収
等
の
是
正
措
置

⑦
契
約
及
び
取
引
に
お
け
る
違
反
条
項
の
削
除

⑧
違
反
行
為
に
よ
る
競
争
制
限
的
効
果
を
排
除
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

⑨
事
業
登
録
の
抹
消
、
事
業
免
許
の
取
消
の
所
管
官
庁

へ
の
要
請

⑩
違
反
行
為
の
排
除
に
必
要
な
そ
の
他
の
措
置

(3
)
不
服
申
立
て

個
別
案
件
に
関
す
る
裁
定
委
員
会
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
も
の
は
、
決
定
が
有
効
と
な
る
前

(署
名
後
三
〇
日
以
内
)
で
あ
れ
ば
競

争
評
議
会
に
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
競
争
管
理
部
長
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
も
の
は
、
決
定
が
有
効
と
な
る
前

で
あ
れ
ば
商
務
大
臣
に
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

二

〇
七
条
)。

右
の
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
つ
い
て
さ
ら
に
不
服
が
あ
る
も
の
は
、
所
属
地
又
は
中
央
官
庁
が
所
在
す
る
人
民
裁
判
所
に
行

政
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
一
一
五
条
)
。
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一
〇

終
わ
り
に
代
え
て

ベ
ト
ナ
ム
は
、
計

画
経
済
体

制
を
放
棄

し

て
と
は

い
え

、
政
治
的

に
は
共
産
党

一
党
独
裁

の
体
制
化

で
、
依

然
と

し

て
社
会

主
義

体
制

を
堅
持

し

て

い
る
。

し
た
が

っ
て
、
市

場
経
済

が
導

入
さ
れ
た
と

は

い
え

、

ベ
ト
ナ

ム
に
お
け

る
主

要
な
生
産
者
は
私

企
業

で
は
な
く

、

国
営
企
業

・
集

団
企
業

・
私
営

企
業
が
並
存

し
、
な
お
か

つ
G
D
P
に
対
す

る
貢
献
度
と

い
う
意
味

で
は
国
営

企
業

の
占
め

る
割
合

が
高

く
、

ベ
ト
ナ
ム

の
市

場
経
済

に
対
す
る
国
家

の
干
渉
が
依
然
強

い
の
が
現
状

で
あ

る
。
市
場

メ
ヵ

ニ
ズ

ム
が
社
会
主
義

建
設

に

マ
イ
ナ

ス

と

い
う
判
断
を
す

れ
ば
、

そ
れ
が
放
棄

さ
れ
な

い
ま

で
も
、
共
産
党
が

そ
の
進
捗

に
ブ
レ
ー
キ
を

か
け
る
こ
と
は
有

り
う

る
し
、
実

際

に

こ
れ
ま

で
様

々
な

局
面

で
ブ
レ
ー
キ
が
か
け
ら
れ

て
き
た
。
そ

の
結
果
、

ベ
ト
ナ
ム

の
市
場
経
済

は
そ

の
よ
う

な
制

約

の
な

い
国

の
市
場

(
26

)

経
済

に
比

し

て
、

い
び

つ
に
な
る
可
能
性

が
高

い
と

の
指
摘
が
あ

る
。

し
か

し
、

ベ
ト
ナ
ム
は

で
き

る
だ
け
早
期

に
W
T
O

に
加
盟
す
る

こ
と
を
目
標
と
し

て
お
り
、

こ
れ
が
実

現
す

る
こ
と

に
な
れ
ば

W
T

O
ル
ー
ル
を
受
け

入
れ
る
こ
と

に
な
り
、
市

場
開
放

は
さ
ら

に
進
展
す

る
こ
と

に
な

る
か
ら
市
場

メ
ヵ

ニ
ズ

ム
の
進

展
が
逆
方
向

へ
と
向

か
う
と

は
考
え

難

い
。

現

に
政
府

は
、
中

国

の
経
済

改
革
を

見
習

い
、
そ

れ
を
手
本

と
し

て
、
国
営
企
業

の
改
革

が
経
済
改

革

の
近

代

化

・
成
長

の
た
め

の
最
重
要
課

題
と
し

て
認
識
し

て
お
り
、

二
〇
〇
六
年
を

メ
ド

に
競
争
力

の
あ

る
国
営
企
業

に
変
身

さ
せ
た

い
と

し

て

い
る
。
ド
イ

モ
イ
以
前

に
存
在

し
て

い
た

=

]○
○
○
社
あ

っ
た
国
営
企
業
を

二
七

〇
〇
社

に
絞
り
込

み
、
こ
れ
ら

国
営

企
業

に
主

要
経

(
27

)

済

セ
ク
タ
ー
を
担
わ

せ
る
こ
と
と

し

て
い
る

。

ま

た

、
計

画

投
資

省

は
、

ベ
ト

ナ

ム

の
外

国

投
資

誘

致

を

推

進

す

る

た

め
、

二

〇

〇
三
年

外

国
投

資

庁

(
F
I

A

旧
「
o
器
貫
冒

ぎ
<
Φ
馨
日
o
葺

>
oq
魯

。
困
)
を
開
設
し
、
同
庁
は
、
投
資
誘
致

分
野

の
リ
ス
ト
を
逐
次
公
表
す

る
と
と
も
に
、
外
国
投
資

家
と
計
画
投
資
省

と

の
間

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
推
進
業
務

の
円
滑
化

、
外

国
投
資

を
呼

び
込
む
た
め

の
積
極
的
な
働
き
か
け
、
投
資

の
障
害
と

な

っ
て
い
る
問
題
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の
解
決
等

に

つ
い
て

の
役
割
を

果
た
し

て

い
る
。

筆
者

は
、

こ
れ
ま

で

の

一
連

の
政
策

を
見

て
、

ベ
ト

ナ
ム
で
は
、
主
要
物
資

・
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
は
、
改
革

・
改
善

に
成
功

し
た
効
率

の
良

い
国
営
企
業

に
行

わ
せ
、
そ

の
他

の
分
野

に

つ
い
て
は
、
市
場

メ
カ

ニ
ズ

ム
を

通
じ
た
効
率
性

の
良

い
私
企
業

に
任

せ
る
政
策
が
今

後

一
層
推
進

さ
れ
る

の
で
は
な

い
か
と
考
え

て

い
る
。

な

お
、

二

〇
〇
五
年

九
月
六
日

の
日
本
経
済
新
聞
は
、
大
手
製
造
業
者

(部
品
製
造
業
者
を
含
む
)

が
中
国

へ
の
生
産
拠
点

集
巾
を

転

換

し
、

ベ
ト

ナ
ム
で

の
投
資

拡
大

に
動

き
は

じ
め
た
こ
と
を
報

じ

て

い
る
。
中

国

で
は
人

民
元

の
切
上
げ

、
追

加
切
上
げ
観

測

に
加
え

、

賃
金
上
昇

や
電
力

不
足

な
ど

の
事

業
リ

ス
ク
が
増
大

し

て
い
る

一
方

で
、

ベ
ト
ナ

ム
で
は
質

の
高

い
労
働
力
を
確
保
す

る

こ
と

が

で
き

る

こ
と

か
ら
、
生
産
拠
点

の
分
散
化

を
図

ろ
う

と
す

る
も

の
で
あ

る
。

分
散
化

は
、

フ
ィ
リ
ピ

ン
、

マ
レ
ー
シ
ア
、
ミ

ャ
ン

マ
ー
な
ど

の
東

ア
ジ

ア
諸

へ
も
行

わ
れ

て
い
る
。

(
1
)

中
臣
久

『
ベ
ト
ナ
ム
経
済

の
基

本
構

造
』
日
本
評
論
社

(
二
〇
〇
二
年
)

六
四
頁

。

(
2
)

関

口
末
夫
他

『
現
代

ベ
ト
ナ
ム
経
済
』
勤

草
書

房

(
一
九
九

二
年
)
八

〇
頁
。

(
3
)

前
掲
書

(
2
)
九
頁
。

(
4
)

前
掲
書

(
2
)
九
頁
。

(
5
)

数
値
は
、

い
ず
れ
も

『世
界

の
統
計
』
総

務
省

(二

〇
〇
五
年

)

に
よ

る
。

(
6
)

二
〇
〇
二
年

は

ベ
ト

ナ
ム
経
済

研
究
所

「
ベ
ト
ナ
ム
経

済
動
向
」

(
二
〇
〇
三

・
三

・
三
〇
)
、

二
〇
〇
三
年

は
同

(
二
〇
〇
四

・
三

・
三
〇
)
、

二
〇

〇
四
年
は
同

(
二
〇
〇
五

二
二
・
三
〇
)

に
よ
る
。

(
7
)

二
〇
〇
二
年
は

『
ジ

ェ
ト

ロ
貿
易
投
資
白
書

(二

〇
〇
三
年

版
)
』

二

一
六
頁
、

二
〇
〇
三
年
は

ベ
ト
ナ
ム
経
済
研
究
所

「
ベ
ト
ナ
ム
経
済
動
向
」

(
二

〇
〇
四

・
三

・
三

〇
)
、

二
〇
〇
四
年

は
同

(
二
〇
〇
五

・
三

∴
一δ

)
に
よ
る
。

(
8
)

二
〇
〇
二
年

は

ベ
ト

ナ
ム
経
済

研
究
所

「
ベ
ト
ナ

ム
経
済
動
向
」

(
二
〇

〇
三

・
三

・
三
〇
)
、

二
〇
〇
三
年
は
同

(
二
〇
〇
四

・
三

・
三

〇
)
、

二
〇
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〇
四
年

は
同

(
二
〇

〇
五

二
二
⊥
二
〇
)
に
よ

る
。

(9
)

『
ジ

ェ
ト

ロ
貿
易
投
資
白
書

(
二
〇
〇
三
年

版
)
』

二

一
八
頁
。

(10
)

一
九

八
八
年

～
二

〇
〇

一
年
は

ベ
ト
ナ

ム
経
済
研
究
所

「
ベ
ト

ナ
ム
経
済
動
向
」

(
二
〇
〇

二

・
一
・
三
〇
)
、

二
〇

〇
二
年

は
同

(
二
〇
〇
三

・
四

・

一
五
)
、

二
〇
〇
三
年
は
同

(
二
〇
〇
四

・
二

・
二
八
)
、

二
〇
〇
四
年
は
同

(
二
〇
〇
五

・
四

・
三
〇
)
に
ょ
る
。

(11
)

一
九
九

八
年

～
二

〇
〇

一
年

は

ベ
ト
ナ

ム
経
済
研
究
所

「
ベ
ト

ナ
ム
経
済
動
向
」

(
二

〇
〇
二

・
二

・
二
八
)
、

二
〇

〇
二
年

は
同

(
二
〇
〇
三

・
四

・

三

〇
)

に
よ
る
。

(
12
)

ベ
ト
ナ

ム
経
済
研
究
所

「
ベ
ト

ナ
ム
経
済
動
向
」

(
二
〇
〇

一
・
五

二
二
〇
)
。

(
13
)

『
ジ

ェ
ト

ロ
貿
易

投
資

白
書

(
二
〇
〇
三
年
版
)
』

二
二

〇
頁
。

(
14
)

ベ
ト

ナ
ム
経
済
研
究

所

「
ベ
ト
ナ

ム
経
済

動
向
」

(
二
〇

〇

一

・
五

⊥
二
〇
)
。

(
15
)

同
右

(
二
〇
〇
二

・
二

・
二
五
)
。

(
16
)

ジ

ェ
ト

ロ

『
ベ
ト
ナ
ム
外

国
投
資
法

お
よ
び
施
行
細
則
を
規
定
す
る
政
府
議
定
』

(二

〇
〇
〇

・
一
一
)

に
よ

る
。

(
17
)

ベ
ト

ナ
ム
経
済
研
究
所

「
ベ
ト
ナ
ム
経
済

動
向
」

(
二
〇
〇

一

・
六

・
一
五
)
。

(
18
)

同
右

(
二
〇
〇
二

・
五
.

一
五
)
。

(
19
)

同
右

(
二
〇
〇
二

・
七

.
三
〇
)
。

(
20
)

『
ジ

ェ
ト

ロ
貿
易
投
資
白

書

(
二
〇
〇
三
年
版
)
』

二

一
九

頁
。

(
21
)

ベ
ト

ナ
ム
経
済
研
究
所

「
ベ
ト
ナ
ム
経
済
動
向
」

(
二
〇
〇
三

・
四

・
一
五
)
。

(
22
)

同
右

(
二
〇
〇
三

・
六

・
]
五
)
。

(
23
)

鈴
木
康

二

『
ベ
ト
ナ

ム
民
法

』
ジ

ェ
ト

ロ

(
一
九
九
六
年
)

一
一
～

一
二
頁

。

(
24
)

東

ア
ジ
ア
地
域

で
は
、
イ

ン
ド

「
独
占
及
び
制

限
的
取
引

慣
行
法
」

(
一
九

六
九
年

、
最
終
改
正

一
九
九

一
年
)
、
イ

ン
ド
ネ

シ
ア

「
独
占
的
行
為

及
び

不
公
正
な
事
業
競
争

の
禁
止

に
関
す

る
イ

ン
ド
ネ

シ
ア
共
和
国
法
」

(
一
九
九
九
年
)
、

シ
ン
ガ
ポ

ー
ル

「競
争

法
」

(
二
〇
〇
四
年

)
、

ス
リ
ラ

ン
カ

「公

正
取
引
委

員
会
法
」

(
一
九

八
七
年
)
、
タ
イ

「
取
引
競
争
法
」

(
]
九
九
九
年

)
、
韓
国

「
独
占
規
制
及
び
公

正
取
引

に
関
す
る
法
律
」

(
一
九

八

〇
年

、
最

終

改
正

一
九
九
九
年

)
、

パ
キ

ス
タ

ン

「
独
占
及
び
制

限
的
取
引
慣
行
法
」

(
一
九
七

〇
年
)
、

フ
ィ
リ
ピ

ン

「
価
格
法
」

(
一
九
九

二
年
)
、

ラ
オ

ス

「
取

引
競
争

令
」

(
二
〇
〇
四
年

)
、
台
湾

「
公
平
交

易
法
」

(
一
九
九

二
年
)
、
中
国

「
不
正
競
争
防
止
法
」

⊃

九
九

三
年
)
、
「
価
格
法
」

(
一
九
九

八
年
)

が

制
定

さ
れ
、
さ
ら
に
、
「
独
占
禁
止
法
要

綱
」

(
二
〇
〇
〇
年

)
が
作
成

さ
れ

て
い
る
。
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競
争
法

の
内
容

は
、
公

正
取
引
委

員
会

の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ

に
よ
る
。

前
掲
書

(
ユ
)

二
七

一
頁
。

ベ
ト
ナ
ム
経
済

研
究
所

「
ベ
ト
ナ

ム
経
済
動
向
」

(
二

〇
〇
四

・
一

一
・
三

〇

)
。
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